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礼
記
注
疏
訳
注
稿
（
十
三
）
―
雑
記
上
第
二
十
（
一
）
―

末
永

高
康

凡
例

一

本
稿
は
阮
刻
十
三
経
注
疏
の
礼
記
雑
記
上
第
一
（
巻
頭
よ
り
士
輤
葦
席
節

ま
で
）
に
対
す
る
訳
注
稿
で
あ
る
。
た
だ
し
、
音
義
お
よ
び
校
勘
記
は
省

略
し
て
あ
る
。

二

底
本
は
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雕
の
い
わ
ゆ
る
「
阮
刻
十
三
経
注

疏
本
」
を
用
い
た
が
、
八
行
本
（
『
影
印
南
宋
越
刊
八
行
本
礼
記
正
義
』

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
に
よ
る
）
等
に
よ
り
底
本
を
一
部
改
め

た
部
分
が
あ
る
。

三

各
部
分
の
冒
頭
に
底
本
に
お
け
る
葉
数
・
表
裏
・
行
数
を
示
し
た
。
疏
に

つ
い
て
は
適
宜
分
割
し
て
経
、
注
の
後
ろ
に
割
り
当
て
て
あ
る
。

四

十
三
経
注
疏
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
「
阮
刻
十
三
経
注
疏
本
」
の
巻

葉
数
を1-2a3

（
一
巻
二
葉
表
三
行
）
、4-5b6

（
四
巻
五
葉
裏
六
行
）
等
の

形
で
記
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
巻
数
、
行
数
は
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。

雜
記
上
第
二
十

【
疏
】
（
一
葉
表
三
行
）

正
義
曰
、
按
鄭
目
録
云
、
名
曰
雜
記
者
、
以
其
雜
記
諸
侯
以
下
至
士
之
喪
事
。

此
於
別
録
屬
喪
服
。
分
爲
上
下
、
義
與
曲
禮
檀
弓
分
別
不
殊
也
。

［
書
き
下
し
文
］

正
義
に
曰
く
、
按
ず
る
に
『
鄭
目
録
』
に
云
ふ
、「
名
づ
け
て
雑
記
と
曰
ふ
は
、

其
の
諸
侯
以
下
、
士
に
至
る
ま
で
の
喪
事
を
雑
記
す
る
を
以
て
な
り
。
此
れ
『
別

録
』
に
於
て
喪
服
に
属
す
。
分
か
ち
て
上
下
と
為
す
は
、
義
、
曲
礼
・
檀
弓
の

分
別
と
殊
な
ら
ず
①
」
と
。

①
『
礼
記
』
曲
礼
下4

-
1
a
2

引
く
『
鄭
目
録
』
「
義
與
前
篇
同
、
簡
策
重

多
、
分
爲
上
下
。
」
檀
弓
下9

-
1
a
2

引
く
『
鄭
目
録
』
「
義
同
前
篇
、
以
簡

策
繁
多
、
故
分
爲
上
下
二
卷
。
」

［
現
代
語
訳
］

正
義
に
曰
く
、
思
う
に
『
鄭
目
録
』
に
言
う
、
「
（
こ
の
篇
に
）
名
づ
け
て
「
雑

記
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
篇
が
諸
侯
以
下
、
士
に
至
る
ま
で
の
喪
事
を
雑
記
し

て
（
取
り
交
ぜ
て
記
し
て
）
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
篇
は
『
別
録
』
で
は
喪
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服
に
属
し
て
い
る
。
上
下
に
篇
を
分
け
て
い
る
の
は
、
曲
礼
・
檀
弓
の
篇
が
（
そ

の
分
量
の
多
さ
故
に
）
上
下
に
分
割
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
理
由
に
よ
る
」
と
。

【
経
】
（
一
葉
表
五
行
）

諸
侯
行
而
死
於
館
、
則
其
復
如
於
其
國
。
如
於
道
、
則
升
其
乘
車
之
左
轂
、
以

其
綏
復
。

［
書
き
下
し
文
］

諸
侯
行
き
て
館
に
死
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
復
す
る
こ
と
其
の
国
に
於
て
す
る
が

如
く
す
。
如
し
道
に
於
て
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
乗
車
の
左
轂
に
升
り
、
其
の
綏

を
以
て
復
す
①
。

①
こ
こ
と
重
複
す
る
記
載
が
『
礼
記
』
喪
大
記4
4
-
3
b

「
其
爲
賓
、
則
公

館
復
、
私
館
不
復
。
其
在
野
、
則
升
其
乘
車
之
左
轂
而
復
。
」
注4

a
2

「
私

館
、
卿
大
夫
之
家
也
。
不
於
之
復
、
爲
主
人
之
惡
」
に
見
え
る
。

［
現
代
語
訳
］

諸
侯
が
（
国
外
に
）
行
っ
て
（
相
手
国
が
用
意
し
た
）
賓
館
で
死
ん
だ
な
ら
ば
、

自
国
で
行
う
よ
う
に
復
（
魂
呼
ば
い
）
を
す
る
。
も
し
路
上
（
の
宿
泊
所
）
で

死
ん
だ
な
ら
ば
、
乗
っ
て
い
る
車
の
左
の
轂
（
こ
し
き
）
に
升
っ
て
、
そ
の
旗

か
ざ
り
を
用
い
て
復
を
す
る
。

【
注
】
（
一
葉
表
六
行
）

館
、
主
國
所
致
舍
。
復
、
招
魂
復
魄
也
。
如
於
其
國
、
主
國
館
賓
、
與
①
使
有

之
、
得
升
屋
招
用
襃
衣
也
。
如
於
道
、
道
上
廬
宿
也
。
升
車
左
轂
、
象
升
屋
東

榮
。
綏
當
爲
緌
、
讀
如
蕤
賓
之
蕤
、
字
之
誤
也
。
緌
謂
旌
旗
之
旄
也
。
去
其
旒

而
用
之
、
異
於
生
也
。

①
底
本
は
「
與
」
を
「
予
」
に
作
る
。
八
行
本
お
よ
び
疏
文
に
よ
り
改

め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

「
館
」
は
、
主
国
の
致
す
所
の
舍
な
り
。
「
復
」
は
、
魂
を
招
き
魄
を
復
す
る

な
り
①
。
「
其
の
国
に
於
て
す
る
が
如
く
す
」
と
は
、
主
国
、
賓
に
館
し
、
与

へ
て
之
れ
有
ら
し
め
、
屋
に
升
り
て
招
く
に
襃
衣
を
用
ふ
る
を
得
る
な
り
。「
如

し
道
に
於
て
す
れ
ば
」
と
は
、
道
上
の
廬
宿
な
り
。「
車
の
左
轂
に
升
る
」
は
、

屋
の
東
栄
に
升
る
に
象
る
②
。
「
綏
」
、
当
に
緌
に
為
る
べ
し
、
読
む
こ
と
蕤

賓
の
蕤
の
如
し
、
字
の
誤
り
な
り
③
。
緌
は
旌
旗
の
旄
を
謂
ふ
④
。
其
の
旒
⑤

を
去
り
て
之
を
用
ふ
る
は
、
生
に
異
る
な
り
⑥
。

①
同
様
の
注
は
、
『
周
礼
』
天
官
・
夏
采
注8

-
2
2
a
8

「
鄭
司
農
云
、
復
謂

始
死
招
魂
復
魄
。
」
『
儀
礼
』
士
喪
礼
注3

5
-
2
a
8

「
復
者
、
有
司
招
魂
復

魄
也
。
」
『
礼
記
』
雑
記
上
注4

0
-
1
4
b
1

・
喪
大
記
注4

4
-
3
a
8

「
復
、
招
魂

復
魄
也
」
な
ど
に
も
見
え
る
。

②
『
儀
礼
』
士
喪
礼3

5
-
2
a

「
復
者
一
人
、
…3

b

升
自
前
東
榮
。
」
（
士
冠

礼
注1

-
1
3
b
7

「
榮
、
屋
翼
也
。
」
）
大
夫
以
上
に
つ
い
て
も
、
『
礼
記
』
喪

大
記4

4
-
3
b

に
「
小
臣
復
、
復
者
朝
服
。
君
以
卷
、
夫
人
以
屈
狄
、
大
夫

以
玄
赬
、
世
婦
以
襢
衣
、
士
以
爵
弁
、
士
妻
以
税
衣
。
皆
升
自
東
榮
」

と
あ
る
が
、
そ
の
鄭
注3

b
8

で
は
「
榮
、
屋
翼
。
升
東
榮
者
、
謂
卿
大
夫

士
也
。
天
子
諸
侯
言
東
霤
」
と
天
子
諸
侯
と
卿
大
夫
と
の
違
い
を
言
っ

て
お
り
、
そ
の
疏4

b
8

は
こ
の
違
い
に
つ
い
て
「
云
升
東
榮
者
、
謂
卿
大

夫
士
也
者
、
以
鄉
飲
酒
（8

-
3
a

）
鄉
射
（1

1
-
3
b

）
、
是
大
夫
士
之
禮
、
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云
設
洗
當
東
榮
。
此
（
云
）
東
榮
、
故
知
是
卿
大
夫
士
禮
、
今
之
兩
下

屋
。
云
天
子
諸
侯
言
東
霤
者
、
霤
謂
東
西
兩
頭
爲
屋
簷
霤
下
、
案
燕
禮

（1
4
-
2
b

）
云
、
設
洗
當
東
霤
。
人
君
殿
屋
四
注
、
燕
禮
是
諸
侯
禮
、
明

天
子
亦
然
也
」
と
、
こ
れ
が
そ
の
建
物
の
構
造
に
由
来
す
る
と
説
明
す

る
。

③
同
様
の
注
は
以
下
に
も
見
え
る
。

・
『
周
礼
』
天
官
・
夏
采
注8

-
2
2
b
4

「
故
書
綏
爲

。
杜
子
春
云
、
當

爲
綏
、

非
是
也
。
玄
謂
明
堂
位
曰
、
凡
四
代
之
服
器
、
魯
兼
用
之
。

有
虞
氏
之
旂
、
夏
后
氏
之
緌
、
則
旌
旂
有
是
綏
者
、
當
作
緌
、
字
之

誤
也
。
緌
以
旄
牛
尾
爲
之
綴
於
橦
上
、
所
謂
注
旄
於
干
首
者
。
…b

6

士
冠
禮
及
玉
藻
、
冠
緌
之
字
、
故
書
亦
多
作
綏
者
、
今
禮
家
定
作
蕤
。
」

（
「
所
謂
」
下
の
「
注
旄
於
干
首
」
は
『
詩
』
鄘
風
・
干
旄
「
孑
孑
干

旄
」
毛
伝3

.
3
-
3
b
1

）

・
『
礼
記
』
王
制1

2
-
5
b

「
天
子
殺
、
則
下
大
綏
。
諸
侯
殺
、
則
下
小

綏
。
」
注5

b
4

「
綏
當
爲
緌
、
緌
有
虞
氏
之
旌
旗
也
。
下
謂
弊
之
。
」

・
『
礼
記
』
明
堂
位3
1
-
1
2
b

「
有
虞
氏
之
旂
、
夏
后
氏
之
綏
、
殷
之
大

白
、
周
之
大
赤
。
」
注1

2
b
1
0

「
四
者
旌
旗
之
屬
也
。
綏
當
爲
緌
、
讀

如
冠
蕤
之
蕤
。
有
虞
氏
當
言
緌
、
夏
后
氏
當
言
旂
、
此
蓋
錯
誤
也
。

緌
謂
注
旄
牛
尾
於
杠
首
、
所
謂
大
麾
。
」

・
『
礼
記
』
喪
大
記4

5
-
2
0
b

「
飾
棺
、
…
大
夫
…
黻
翣
二
、
畫
翣
二
、

皆
戴
綏
。
…
士
…
畫
翣
二
、
皆
戴
綏
。
」
注2

1
a
7

「
綏
當
爲
緌
、
讀
如

冠
蕤
之
蕤
、
蓋
五
采
羽
注
於
翣
首
也
。
」

な
お
、
夏
采
注
の
言
及
す
る
「
士
冠
禮
及
玉
藻
」
は
『
儀
礼
』
記
冠
義3

-
1
1
b

（
『
礼
記
』
郊
特
牲2

6
-
1
5
a

ほ
ぼ
同
じ
）
「
始
冠
、
緇
布
之
冠
也
。

大
古
冠
布
、
齊
則
緇
之
、
其
緌
也
、
孔
子
曰
、
吾
未
之
聞
也
。
」
、『
礼
記
』

玉
藻2

9
-
1
7
a

「
緇
布
冠
繢
緌
、
諸
侯
之
冠
也
。
」
注1

7
a
5

「
緌
或
作
蕤
。
」

釈
文1

7
a
6

「
緌
、
本
又
作
蕤
、
耳
隹
反
。
」
現
行
の
三
礼
で
「
緌
」
を
「
蕤
」

に
作
っ
て
い
る
の
は
『
礼
記
』
雑
記
上4

0
-
1
1
b

「
大
夫
卜
宅
與
葬
日
、

有
司
麻
衣
布
衰
布
帶
、
因
喪
屨
、
緇
布
冠
不
蕤
。
」
同4

1
-
8
b

「
大
白
冠
、

緇
布
之
冠
、
皆
不
蕤
。
委
武
玄
縞
而
後
蕤
」
の
み
で
あ
る
。

④
『
爾
雅
』
釈
天
（
旌
旂
）6

-
1
8
a

「
注
旄
首
曰
旌
。
」
注1

8
a
7

「
載
旄

於
竿
頭
、
如
今
之
幢
、
亦
有
旒
。
」
疏1

8
b
6

「
李
巡
曰
、
旄
牛
尾
著
竿
首
」

参
照
。

⑤
『
詩
』
商
頌
・
長
発
「
爲
下
國
綴
旒
」
鄭
箋2

0
.
4
-
5
b
2

「
旒
、
旌
旗

之
垂
者
也
」
参
照
。

⑥
『
周
礼
』
天
官
・
夏
采
注8

-
2
2
b
5

に
も
「
今
以
之
復
、
去
其
旒
、
異

之
於
生
、
亦
因
先
王
有
徒
緌
者
」
と
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

「
館
」
は
、
主
国
（
受
け
入
れ
国
）
が
準
備
し
た
宿
舎
の
こ
と
で
あ
る
。「
復
」

は
、（
身
体
か
ら
離
れ
て
天
に
帰
ろ
う
と
す
る
）
魂
と
（
地
に
帰
ろ
う
と
す
る
）

魄
と
を
招
き
復
（
か
え
）
す
こ
と
で
あ
る
。「
其
の
国
に
於
て
す
る
が
如
く
す
」

と
は
、
主
国
が
賓
客
に
宿
舎
を
与
え
て
専
有
さ
せ
て
い
る
の
で
、
そ
の
屋
根
に

升
っ
て
（
天
子
か
ら
下
賜
さ
れ
た
）
襃
衣
を
用
い
て
（
魂
魄
を
）
招
く
こ
と
が

で
き
る
の
だ
。「
如
し
道
に
於
て
す
れ
ば
」
と
は
、
路
上
の
（
宿
泊
所
で
あ
る
）

「
廬
」
や
「
宿
」
（
で
死
ん
だ
場
合
）
の
こ
と
だ
。
「
車
の
左
轂
に
升
る
」
と

は
、
屋
根
の
東
の
栄
（
つ
ま
）
よ
り
升
る
こ
と
に
象
っ
た
も
の
だ
。「
綏
」
は
、
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「
緌
」
に
為
る
べ
き
で
あ
る
。
（
十
二
律
の
一
つ
で
あ
る
）
「
蕤
賓
」
の
「
蕤
」

の
よ
う
に
読
む
。
字
の
誤
り
で
あ
る
。
「
緌
」
は
旌
旗
（
は
た
）
の
旄
（
旄
牛

〔
か
ら
う
し
〕
の
尾
で
作
っ
た
か
ざ
り
）
の
こ
と
を
言
う
。
そ
の
旒
（
は
た
あ

し
：
旗
の
垂
れ
）
を
取
り
去
っ
て
用
い
る
の
は
、
生
時
と
異
な
る
よ
う
に
す
る

の
だ
。

【
疏
】
（
一
葉
表
九
行
）

正
義
曰
、
自
此
以
下
、
至
蒲
席
以
爲
裳
帷
、
揔
明
諸
侯
及
大
夫
士
在
路
而
死
、

招
魂
復
魄
、
并
明
飾
棺
①
貴
賤
之
等
。
此
一
經
、
下
至
廟
門
外
、
論
諸
侯
之
制
。

今
各
依
文
解
之
。
○
諸
侯
行
而
死
於
館
者
、
謂
五
等
諸
侯
朝
覲
天
子
、
及
自
相

朝
會
之
屬
。
而
死
者
、
謂
諸
侯
於
時
或
在
主
國
死
。
於
館
者
、
謂
主
國
有
司
所

授
館
舍
也
。
○
則
其
復
如
於
其
國
者
、
其
復
謂
招
魂
復
魄
也
。
雖
在
他
國
所
授

之
舍
、
若
復
魄
之
禮
、
則
與
在
己
本
國
同
、
故
云
如
於
其
國
也
。
如
於
道
則
升

其
乘
車
之
左
轂
者
、
如
、
若
也
。
道
、
路
也
。
謂
若
諸
侯
在
道
路
死
、
則
復
魄

與
本
國
異
也
。
乘
車
、
其
所
自
乘
之
車
也
。
其
復
魄
、
則
俱
升
其
所
乘
車
左
邊

轂
上
、
而
復
魄
也
。
此
車
以
南
面
爲
正
、
則
左
在
東
也
。
升
車
左
轂
、
象
在
家

升
屋
東
榮
也
。
其
五
等
之
復
、
人
數
各
如
其
命
數
。
今
轂
上
狹
、
則
不
知
以
幾

人
。
崔
氏
云
、
一
人
而
已
。○

以
其
綏
復
者
、
綏
、
旌
旗
綏
也
。
若
在
國
中

招
魂
、
則
衣
各
用
其
上
服
。
今
在
路
死
、
則
招
用
旌
旗
之
綏
、
是
在
路
則
異
於

在
國
、
故
云
於
道
。
用
之
亦
冀
魂
魄
望
見
、
識
之
而
還
也
。
若
王
喪
於
國
而
復
、

於
四
郊
亦
建
綏
而
復
。
周
禮
夏
采
云
、
以
乘
車
建
綏
、
復
于
四
郊
、
是
也
。

①
底
本
は
「
棺
」
を
「
館
」
に
誤
る
。
八
行
本
に
よ
り
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

正
義
に
曰
く
、
此
れ
自
り
以
下
、
「
蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
」
（5

a
4

）
に
至
る

ま
で
、
諸
侯
及
び
大
夫
士
、
路
に
在
り
て
死
し
、
魂
を
招
き
魄
を
復
す
る
を
揔

明
し
、
并
び
に
飾
棺
の
貴
賤
の
等
を
明
ら
か
に
す
。
此
の
一
経
、
下
は
「
廟
門

外
」
（3

a
1

）
に
至
る
ま
で
、
諸
侯
の
制
を
論
ず
。
今
各
お
の
文
に
依
り
て
之

を
解
す
。
○
「
諸
侯
行
き
て
館
に
死
す
」
と
は
、
五
等
の
諸
侯
①
、
天
子
に
朝

覲
し
、
及
び
自
ら
相
ひ
朝
会
す
る
の
属
を
謂
ふ
。
「
死
す
」
と
は
、
諸
侯
、
時

に
於
て
或
は
主
国
に
在
り
て
死
す
る
を
謂
ふ
。
「
館
に
」
と
は
、
主
国
の
有
司

授
く
る
所
の
館
舍
を
謂
ふ
な
り
。
○
「
則
ち
其
の
復
す
る
こ
と
其
の
国
に
於
て

す
る
が
如
し
」
と
は
、
「
其
の
復
す
る
」
は
魂
を
招
き
魄
を
復
す
る
を
謂
ふ
な

り
。
他
国
授
く
る
所
の
舍
に
在
る
と
雖
も
、
魄
を
復
す
る
の
礼
の
若
き
は
、
則

ち
己
の
本
国
に
在
る
と
同
じ
、
故
に
「
其
の
国
に
於
て
す
る
が
如
く
す
」
と
云

ふ
。「
如
し
道
に
於
て
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
乗
車
の
左
轂
に
升
る
」
と
は
、「
如
」

は
、
若
な
り
。「
道
」
は
、
路
な
り
。
若
し
諸
侯
、
道
路
に
在
り
て
死
す
れ
ば
、

則
ち
魄
を
復
す
る
こ
と
本
国
と
異
な
る
を
謂
ふ
な
り
。
「
乗
車
」
は
、
其
の
自

ら
乗
る
所
の
車
な
り
。
其
の
魄
を
復
す
る
は
、
則
ち
俱
に
其
の
乗
る
所
の
車
の

左
辺
の
轂
上
に
升
り
て
、
魄
を
復
す
る
な
り
。
此
の
車
、
南
面
を
以
て
正
と
為

さ
ば
、
則
ち
左
は
東
に
在
り
。
車
の
左
轂
に
升
る
は
、
家
に
在
り
て
屋
の
東
栄

に
升
る
に
象
る
な
り
。
其
の
五
等
の
復
、
人
数
各
お
の
其
の
命
数
の
如
し
②
。

今
轂
上
狭
け
れ
ば
、
則
ち
幾
人
を
以
て
す
る
か
を
知
ら
ず
。
崔
氏
云
ふ
、
「
一

人
の
み
」
と
。○

「
其
の
綏
を
以
て
復
す
」
と
は
、
「
綏
」
は
、
旌
旗
の
綏
な

り
。
若
し
国
中
に
在
り
て
魂
を
招
か
ば
、
則
ち
衣
は
各
お
の
其
の
上
服
を
用
ふ

③
。
今
路
に
在
り
て
死
す
れ
ば
、
則
ち
招
く
に
旌
旗
の
綏
を
用
ふ
、
是
れ
路
に

在
れ
ば
則
ち
国
に
在
る
に
異
な
る
な
り
、
故
に
「
道
に
於
て
」
と
云
ふ
。
之
を
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用
ふ
る
も
亦
た
魂
魄
の
望
見
し
て
、
之
を
識
り
て
還
ら
ん
こ
と
を
冀
ふ
な
り
。

若
し
王
、
国
に
喪
し
て
復
せ
ば
、
四
郊
に
於
て
亦
た
綏
を
建
て
て
復
す
。
『
周

禮
』
夏
采
に
云
ふ
、
「
乗
車
の
建
綏
を
以
て
、
四
郊
に
復
す
」
と
④
、
是
れ
な

り
。

①
『
礼
記
』
王
制1

1
-
1
a

「
王
者
之
制
、
禄
爵
、
公
、
侯
、
伯
、
子
、
男
、

凡
五
等
。
」

②
『
礼
記
』
雑
記
上
「
復
、
西
上
」
注40- 1

5
a
2

「
復
者
多
少
、
各
如
其

命
之
數
」
参
照
。
な
お
『
周
礼
』
春
官
・
典
命2

1
-
1
b

に
よ
れ
ば
、
公
は

九
命
、
侯
・
伯
は
七
命
、
子
・
男
は
五
命
。

③
「
上
服
」
の
語
は
『
儀
礼
』
士
虞
礼
（
記
）4

3
-
1
b

に
「
尸
服
卒
者
之

上
服
」
と
見
え
る
が
、
そ
の
注1

b
7

「
上
服
者
、
如
特
牲
士
玄
端
也
。
不

以
爵
弁
服
爲
上
者
、
祭
於
君
之
服
、
非
所
以
自
配
鬼
神
」
に
よ
れ
ば
、

こ
の
「
尸
服
」
の
場
合
は
助
祭
の
服
を
除
く
（
『
礼
記
』
雑
記
上4

1
-
9
a

「
士
弁
而
祭
於
公
、
冠
而
祭
於
己
。
」
注9

a
8

「
弁
、
爵
弁
也
。
冠
、
玄

冠
也
。
祭
於
公
、
助
君
祭
也
」
参
照
。
）
「
復
」
の
場
合
は
『
儀
礼
』
士

喪
礼3

5
-
2
a

に
「
以
爵
弁
服
」
と
あ
る
よ
う
に
、
助
祭
の
服
を
含
め
て
最

上
の
服
を
用
い
る
。
諸
侯
の
「
復
」
に
用
い
る
服
に
つ
い
て
は
、
下
の

注
に
対
す
る
疏
の
注
②
参
照
。

④
『
周
礼
』
天
官
・
夏
采8

-
2
2
a

「
夏
采
掌
大
喪
。
以
冕
服
、
復
于
大
祖
。

以
乘
車
建
綏
、
復
于
四
郊
。
」
な
お
四
郊
に
復
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

夏
采
注2

2
a
1
0

が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
礼
記
』
檀
弓
上8

-
1
9
a

「
君
復
於

小
寢
、
大
寢
、
小
祖
、
大
祖
、
庫
門
、
四
郊
」
に
も
見
え
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

正
義
に
曰
く
、
こ
れ
よ
り
以
下
、「
蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
」
に
至
る
ま
で
は
、

諸
侯
及
び
大
夫
士
が
、
旅
路
で
亡
く
な
り
、
魂
魄
を
招
き
復
（
か
え
）
す
場
合

の
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
棺
飾
り
の
貴
賤
の
等
差
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
た
も
の
だ
。
こ
の
一
経
の
、
下
文
の
「
廟
門
外
」
に
至
る
ま
で
は
、

諸
侯
の
制
度
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
。
今
そ
れ
ぞ
れ
文
に
従
っ
て
解
釈
し
て
い

く
。
○
「
諸
侯
行
き
て
館
に
死
す
」
と
は
、
（
公
、
侯
、
伯
、
子
、
男
の
）
五

等
の
諸
侯
が
、
天
子
に
朝
覲
し
た
場
合
、
及
び
諸
侯
が
互
い
に
朝
会
し
た
場
合

に
つ
い
て
を
言
う
の
だ
。
「
死
す
」
と
は
、
諸
侯
が
主
国
に
滞
在
し
て
い
る
時

に
死
ん
だ
場
合
を
言
う
。
「
館
に
」
と
は
、
主
国
の
有
司
（
役
人
）
が
授
け
た

館
舍
（
で
死
ん
だ
場
合
）
の
こ
と
を
言
う
。
○
「
則
ち
其
の
復
す
る
こ
と
其
の

国
に
於
て
す
る
が
如
く
す
」
と
は
、
「
其
の
復
す
る
」
は
魂
魄
を
招
き
復
す
こ

と
を
言
う
。
他
国
が
授
け
た
宿
舎
に
滞
在
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
魄
を
復
す
礼

に
つ
い
て
は
、
自
分
の
本
国
に
居
る
の
と
同
じ
よ
う
に
す
る
。
だ
か
ら
「
其
の

国
に
於
て
す
る
が
如
く
す
」
と
言
う
の
だ
。
「
如
し
道
に
於
て
す
れ
ば
、
則
ち

其
の
乗
車
の
左
轂
に
升
る
」
と
は
、「
如
」
は
、「
若
」（
も
し
）
の
意
味
、「
道
」

は
、
「
路
」
の
意
味
で
あ
る
。
も
し
諸
侯
が
、
路
上
（
の
宿
泊
所
）
で
亡
く
な

っ
た
な
ら
ば
、
魄
を
呼
び
復
す
礼
が
本
国
（
に
居
た
場
合
）
と
異
な
る
こ
と
を

言
う
の
だ
。
「
乗
車
」
は
、
諸
侯
自
ら
が
乗
っ
て
い
る
車
の
こ
と
。
そ
の
魄
を

呼
び
復
す
に
際
し
て
は
、
（
そ
の
礼
を
行
う
者
が
）
と
も
に
諸
侯
の
乗
っ
て
い

る
車
の
左
側
の
轂
の
上
に
升
っ
て
、
魄
を
呼
び
復
す
の
だ
。
こ
の
車
は
、
南
面

を
正
位
と
す
れ
ば
、
そ
の
左
側
が
東
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
車
の
左
の
轂
に

升
る
の
は
、
家
に
居
て
（
復
を
行
う
の
に
際
し
て
）
屋
根
の
東
の
栄
（
つ
ま
）

に
升
る
の
に
象
る
の
だ
。
五
等
の
諸
侯
の
復
を
行
う
人
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

礼記注疏訳注稿（十三）―雑記上第二十（一）―（末永）
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命
数
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
轂
の
上
は
狭
い
か
ら
、
何
人
で
こ
の
礼
を

行
う
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
崔
霊
恩
は
「
一
人
だ
け
で
」
と
言
っ
て
い
る
。○

「
其
の
綏
を
以
て
復
す
」
と
は
、「
綏
」
は
、
旌
旗
（
は
た
）
の
綏
（
か
ざ
り
）

で
あ
る
。
も
し
国
内
に
居
て
魂
を
招
く
の
で
あ
れ
ば
、
（
魂
を
招
き
よ
せ
る
）

衣
服
は
そ
れ
ぞ
れ
の
最
上
等
の
衣
服
を
用
い
る
。
こ
の
場
合
は
路
上
で
亡
く
な

っ
て
い
る
の
で
、
（
魂
を
）
招
き
よ
せ
る
の
に
旌
旗
の
綏
を
用
い
る
の
だ
。
路

上
で
は
国
内
に
居
る
場
合
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
、
だ
か
ら
「
道
に
於
て
」

と
言
っ
て
（
こ
の
場
合
に
つ
い
て
の
礼
を
記
し
て
）
い
る
の
だ
。
旌
旗
の
綏
を

用
い
る
の
も
、
魂
魄
が
望
み
見
て
、
こ
の
目
印
に
気
づ
い
て
帰
還
す
る
の
を
願

っ
て
の
こ
と
な
の
だ
。
王
が
も
し
国
内
で
亡
く
な
っ
て
復
を
す
る
場
合
で
も
、

四
郊
に
お
い
て
は
綏
を
建
て
て
復
を
す
る
。
『
周
礼
』
の
夏
采
職
に
、
「
乗
車

の
建
綏
を
以
て
、
四
郊
に
復
す
」
と
言
う
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
一
葉
裏
七
行
）

○

正
義
曰
、
館
主
國
所
致
舍
者
、
按
曾
子
問
云
、
公
館
與
公
之
所
爲
曰
公
館
。

是
主
國
館
賓
之
舍
也
。
云
與
使
有
之
者
、
謂
主
國
與
賓
此
舍
、
使
賓
專
自
有
之
、

故
得
升
屋
招
魂
、
復
用
褒
衣
也
。
褒
衣
者
、
天
子
褒
賜
之
衣
、
即
下
文
復
用
褒

衣
、
是
也
。
云
如
於
道
道
上
廬
宿
也
者
、
按
遺
人
云
、
凡
野
都
之
道
、
十
里
有

廬
、
三
十
里
有
宿
、
五
十
里
有
市
、
故
云
道
上
廬
宿
也
。
云
升
車
左
轂
象
升
屋

東
榮
者
、
車
轅
嚮
南
、
左
轂
在
東
、
故
象
東
榮
。
不
於
廬
宿
之
舍
復
者
、
廬
宿

供
待
衆
賓
、
非
死
者
所
專
有
、
故
復
於
乘
車
左
轂
。
云
綏
當
爲
緌
讀
如
蕤
賓
之

蕤
者
、
但
經
中
綏
字
、
絲
旁
①
著
妥
、
其
音
雖
、
訓
爲
安
②
。
③
此
復
之
所
用

者
是
緌
也
。
緌
絲
旁
著
委
、
故
云
綏
當
爲
緌
④
。
讀
此
緌
字
爲
蕤
賓
之
蕤
者
、

音
與
蕤
賓
字
聲
同
也
。
以
經
作
綏
、
故
云
字
之
誤
也
。
云
緌
⑤
謂
旌
旗
之
旄
也

者
、
按
夏
采
云
、
乘
車
建
綏
、
復
于
四
郊
。
乘
車
玉
⑥
路
、
當
建
大
常
、
今
乃

建
緌
⑦
、
無
大
常
也
。
明
堂
位
云
、
有
虞
氏
之
緌
、
夏
后
氏
之
旂
。
後
王
文
飾
、

故
知
有
虞
氏
之
緌
但
有
旄
也
。
云
去
其
旒
而
用
之
異
於
生
也
者
、
諸
侯
建
交
龍

之
旂
、
今
以
其
綏
復
、
是
去
其
旒
、
異
於
生
也
。

①
底
本
は
「
旁
」
下
に
「
者
」
字
を
衍
す
る
。
八
行
本
に
従
い
削
る
。

②
底
本
は
「
安
」
を
「
委
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

③
底
本
は
「
此
」
字
前
に
「
○
」
を
衍
す
る
。

④
底
本
は
「
緌
當
爲
綏
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

⑤
底
本
は
「
云
」
字
を
欠
き
、
「
緌
」
を
「
綏
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従

い
補
い
、
改
め
る
。

⑥
底
本
は
「
玉
」
を
「
王
」
に
誤
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

⑦
底
本
は
「
緌
」
を
「
綏
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○

正
義
に
曰
く
、
「
館
は
主
国
の
致
す
所
の
舍
な
り
」
と
は
、
按
ず
る
に
曾
子

問
に
云
ふ
、
「
公
館
と
公
の
為
す
所
を
公
館
と
曰
ふ
」
と
①
。
是
れ
主
国
、
賓

に
館
す
る
の
舍
な
り
。
「
与
へ
て
之
れ
有
ら
し
む
」
と
云
ふ
は
、
主
国
、
賓
に

此
の
舍
を
与
へ
、
賓
を
し
て
専
ら
自
ら
之
れ
有
ら
し
む
る
を
謂
ふ
、
故
に
屋
に

升
り
て
魂
を
招
き
、
復
に
褒
衣
を
用
ふ
る
を
得
る
な
り
。
「
褒
衣
」
と
は
、
天

子
褒
賜
す
る
の
衣
、
即
ち
下
文
の
「
復
に
褒
衣
を
用
ふ
」
②
、
是
れ
な
り
。「
如

し
道
に
於
て
す
れ
ば
は
、
道
上
の
廬
宿
な
り
」
と
云
ふ
は
、
按
ず
る
に
遺
人
に

云
ふ
、
「
凡
そ
野
都
の
道
、
十
里
に
廬
有
り
、
三
十
里
に
宿
有
り
、
五
十
里
に

市
有
り
」
③
と
、
故
に
「
道
上
の
廬
宿
な
り
」
と
云
ふ
。
「
車
の
左
轂
に
升
る
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は
、
屋
の
東
栄
に
升
る
に
象
る
」
と
云
ふ
は
、
車
轅
南
に
嚮
は
ば
、
左
轂
は
東

に
在
り
、
故
に
東
栄
に
象
る
。
廬
宿
の
舍
に
於
て
復
せ
ざ
る
は
、
廬
宿
は
衆
賓

に
供
待
し
、
死
者
の
専
有
す
る
所
に
非
ず
、
故
に
乗
車
の
左
轂
に
復
す
。
「
綏

当
に
緌
に
為
る
べ
し
、
読
む
こ
と
蕤
賓
の
蕤
の
如
し
」
と
云
ふ
は
、
但
だ
経
中

の
綏
字
、
絲
旁
に
妥
を
著
く
る
は
、
其
の
音
は
雖
、
訓
み
て
安
と
為
す
④
。
此

の
復
の
用
ふ
る
所
の
者
は
是
れ
緌
な
り
。
緌
は
絲
旁
に
委
を
著
く
、
故
に
「
綏

当
に
緌
に
為
る
べ
し
」
と
云
ふ
。
此
の
緌
字
を
読
み
て
蕤
賓
の
蕤
と
為
す
と
は
、

音
、
蕤
賓
の
字
と
声
同
じ
。
経
、
綏
に
作
る
を
以
て
、
故
に
「
字
の
誤
り
な
り
」

と
云
ふ
。
「
緌
は
旌
旗
の
旄
を
謂
ふ
な
り
」
と
云
ふ
は
、
按
ず
る
に
夏
采
に
云

ふ
、
「
乗
車
の
建
綏
も
て
、
四
郊
に
復
す
」
と
。
乗
車
は
玉
路
⑤
、
当
に
大
常

を
建
つ
べ
き
に
⑥
、
今
は
乃
ち
緌
を
建
て
、
大
常
無
き
な
り
。
明
堂
位
に
云
ふ
、

「
有
虞
氏
の
緌
、
夏
后
氏
の
旂
」
と
⑦
。
後
王
文
飾
す
、
故
に
有
虞
氏
の
緌
、

但
だ
旄
の
み
有
る
を
知
る
。
「
其
の
旒
を
去
り
て
之
を
用
ふ
る
は
、
生
に
異
な

る
な
り
」
と
云
ふ
は
、
諸
侯
は
交
龍
の
旂
を
建
つ
る
に
⑧
、
今
其
の
綏
⑨
を
以

て
復
す
、
是
れ
其
の
旒
を
去
り
、
生
に
異
な
る
な
り
。

①
『
礼
記
』
曾
子
問1

9
-
1
9
b

「
曾
子
問
曰
、
爲
君
使
而
卒
於
舍
、
禮
曰
、

公
館
復
、
私
館
不
復
。
凡
所
使
之
國
、
有
司
所
授
舍
、
則
公
館
已
。
何

謂
私
館
不
復
也
。
孔
子
曰
、
善
乎
問
之
也
。
自
卿
大
夫
之
家
曰
私
館
、

公
館
與
公
所
爲
曰
公
館
。
公
館
復
、
此
之
謂
也
。
」
注1

9
b
1
0

「
公
館
、

若
今
縣
官
宮
也
。
公
所
爲
、
君
所
命
使
舍
己
者
。
」
ま
た
『
礼
記
』
雑
記

上4
1
-
1
3
a

「
爲
君
使
而
死
、
公
館
復
、
私
館
不
復
。
公
館
者
、
公
宮
與

公
所
爲
也
。
私
館
者
、
自
卿
大
夫
以
下
之
家
也
。
」
注1

3
a
4

「
公
所
爲
、

君
所
作
離
宮
別
館
也
」
参
照
。
両
者
の
注
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
曾
子

問
疏2
0
a
4

引
く
『
鄭
志
』
の
「
鮑
遺
問
曰
、
注
此
云
、
公
所
爲
、
君
所

命
使
舍
己
者
。
注
雜
記
云
、
公
所
爲
、
若
今
離
宮
別
館
也
。
是
二
説
異

何
。
張
逸
荅
曰
、
公
館
若
今
停
待
者
也
。
離
宮
是
也
。
聘
禮
（
記2

4
-
7
a

）

曰
、
卿
館
於
大
夫
、
大
夫
館
於
士
、
公
命
人
使
館
客
、
亦
公
所
爲
也
」

参
照
。

②
『
礼
記
』
雑
記
上4

0
-
1
4
b

「
復
、
諸
侯
以
襃
衣
、
冕
服
、
爵
弁
服
。
」

注1
4
b
1

「
褒
衣
、
亦
始
命
爲
諸
侯
、
及
朝
覲
見
加
賜
之
衣
也
。
褒
猶
進

也
。
」
「
襃
」
は
「
褒
」
の
本
字
。

③
『
周
礼
』
地
官
・
遺
人1

3
-
2
2
a

「
凡
賓
客
會
同
、
師
役
掌
其
道
路
之

委
積
。
凡
國
野
之
道
、
十
里
有
廬
、
廬
有
飲
食
。
三
十
里
有
宿
、
宿
有

路
室
、
路
室
有
委
。
五
十
里
有
市
、
市
有
候
館
、
候
館
有
積
。
」
注2

2
a
5

「
廬
、
若
今
野
候
、
徙
（
→
徒
）
有
庌
也
。
宿
、
可
止
宿
、
若
今
亭
有

室
矣
。
候
館
、
樓
可
以
觀
望
者
也
。
一
市
之
間
、
有
三
廬
一
宿
。
」

④
「
綏
」
を
「
安
」
に
訓
じ
、「
雖
」
の
音
と
す
る
例
は
、
た
と
え
ば
『
詩
』

周
南
・
樛
木1

.
2
-
1
1
b

「
樂
只
君
子
、
福
履
綏
之
。
」
毛
伝1

1
b
9

「
綏
、

安
也
。
」
釈
文1

1
b
1
0

「
綏
之
音
雖
」
が
あ
る
。

⑤
『
周
礼
』
天
官
・
夏
采
注8

-
2
2
a
7

「
乘
車
、
玉
路
。
」

⑥
玉
路
が
大
常
を
建
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
周
礼
』
春
官
・
巾
車2

7

-
1
b

「
王
之
五
路
、
一
曰
玉
路
、
鍚
樊
纓
、
十
有
再
就
、
建
大
常
、
十
有

二
斿
、
以
祀
。
」
注1

b
1
0

「
王
在
焉
曰
路
、
玉
路
以
玉
飾
諸
末
。
…2

a
2

大
常
、
九
旗
之
畫
日
月
者
。
正
幅
爲
縿
、
斿
則
屬
焉
」
参
照
。

⑦
上
の
注
の
部
分
の
注
③
参
照
。
こ
こ
で
は
そ
の
鄭
注
に
従
い
「
緌
」

に
作
っ
て
い
る
。

礼記注疏訳注稿（十三）―雑記上第二十（一）―（末永）
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⑧
『
周
礼
』
春
官
・
司
常2

7
-
1
6
a

「
司
常
掌
九
旗
之
物
名
、
各
有
屬
、

以
待
國
事
。
日
月
爲
常
、
交
龍
爲
旂
、
…1

7
a

王
建
大
常
、
諸
侯
建
旂
。
」

注1
7
b
1

「
王
畫
日
月
、
象
天
明
也
。
諸
侯
畫
交
龍
、
一
象
其
升
朝
、
一

象
其
下
復
也
」
参
照
。

⑨
こ
こ
で
「
緌
」
と
し
て
い
な
い
の
は
、
経
文
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

［
現
代
語
訳
］

○

正
義
に
曰
く
、「
館
は
主
国
の
致
す
所
の
舍
な
り
」
と
は
、
思
う
に
『
礼
記
』

曾
子
問
篇
に
、「
公
的
な
賓
館
と
公
が
あ
て
が
っ
た
宿
所
を
「
公
館
」
と
呼
ぶ
」

と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
主
国
が
賓
に
館
と
し
て
与
え
た
宿
舎
な
の
だ
。

「
与
へ
て
之
れ
有
ら
し
む
」
と
言
う
の
は
、
主
国
が
賓
に
こ
の
宿
舍
を
与
え
て
、

賓
に
専
有
さ
せ
る
こ
と
を
言
う
の
だ
。
だ
か
ら
そ
の
屋
根
に
升
っ
て
魂
を
招
き
、

そ
の
復
の
礼
に
褒
衣
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
「
褒
衣
」
と
は
、
天
子

が
下
賜
し
た
衣
の
こ
と
で
、
即
ち
下
文
の
「
復
に
褒
衣
を
用
ふ
」
と
い
う
の
が
、

こ
れ
だ
。
「
如
し
道
に
於
て
す
れ
ば
は
、
道
上
の
廬
宿
な
り
」
と
云
ふ
は
、
思

う
に
『
周
礼
』
遺
人
職
に
、
「
一
般
に
郊
外
の
街
道
に
は
、
十
里
ご
と
に
（
飲

食
可
能
な
休
憩
所
の
）
廬
が
あ
り
、
三
十
里
ご
と
に
（
宿
泊
可
能
な
）
宿
が
あ

り
、
五
十
里
ご
と
に
（
大
き
め
の
宿
泊
施
設
が
あ
る
）
市
が
あ
る
」
と
言
わ
れ

て
い
る
、
だ
か
ら
「
道
上
の
廬
宿
な
り
」
と
言
う
の
だ
。
「
車
の
左
轂
に
升
る

は
、
屋
の
東
栄
に
升
る
に
象
る
」
と
言
う
の
は
、
車
の
轅
（
な
が
え
）
が
南
に

向
け
ば
、
左
の
轂
は
東
に
当
た
る
か
ら
、
東
の
栄
に
象
る
こ
と
に
な
る
。
廬
や

宿
の
建
物
で
復
を
し
な
い
の
は
、
廬
や
宿
は
多
く
の
賓
客
の
利
用
に
供
し
た
も

の
で
あ
り
、
死
者
が
専
有
す
る
も
の
で
は
な
い
、
だ
か
ら
（
自
分
の
）
乗
る
車

の
左
の
轂
で
復
を
す
る
の
だ
。
「
綏
当
に
緌
に
為
る
べ
し
、
読
む
こ
と
蕤
賓
の

蕤
の
如
し
」
と
言
う
の
は
、
経
文
中
の
「
綏
」
字
で
糸
偏
に
「
妥
」
と
書
く
の

は
、
発
音
は
「
雖
（
ス
イ
）
」
で
、
「
安
」
（
や
す
ん
ず
る
）
の
意
味
に
訓
む
。

こ
の
復
で
用
い
る
の
は
「
緌
」
で
あ
っ
て
、「
緌
」
は
糸
偏
に
「
委
」
と
書
く
、

だ
か
ら
「
綏
当
に
緌
に
為
る
べ
し
」
と
言
う
の
だ
。
こ
の
「
緌
」
を
「
蕤
賓
」

の
「
蕤
」
の
よ
う
に
読
む
と
は
、
そ
の
発
音
が
、
「
蕤
賓
」
の
（
「
蕤
」
）
字
と

同
じ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
経
文
で
は
、
「
綏
」
に
作
っ
て
い
る
か
ら
、
「
字

の
誤
り
な
り
」
と
言
う
の
だ
。「
緌
は
旌
旗
の
旄
を
謂
ふ
な
り
」
と
言
う
の
は
、

思
う
に
『
周
礼
』
夏
采
職
に
、「
乗
車
の
建
綏
に
よ
っ
て
、
四
郊
で
復
を
す
る
」

と
言
っ
て
お
り
。「
乗
車
」
と
は
（
王
の
五
路
の
第
一
で
あ
る
）
玉
路
を
指
す
。

（
玉
路
の
旗
に
は
日
月
を
描
い
た
）
大
常
を
建
て
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
今
は

（
復
を
す
る
場
面
な
の
で
）
「
緌
」
を
建
て
て
、
大
常
は
建
て
な
い
。
『
礼
記
』

明
堂
位
篇
に
、
「
有
虞
氏
の
緌
、
夏
后
氏
の
旂
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
後
王
は

文
飾
を
加
え
て
い
く
か
ら
、
（
文
飾
を
加
え
て
い
な
い
）
有
虞
氏
の
「
緌
」
に

は
、
た
だ
「
旄
」
が
あ
る
だ
け
だ
と
分
か
る
の
だ
。
「
其
の
旒
を
去
り
て
之
を

用
ふ
る
は
、
生
に
異
な
る
な
り
」
と
言
う
の
は
、
諸
侯
（
の
車
に
）
は
交
龍
の

（
描
か
れ
た
）「
旂
」（
は
た
）
を
建
て
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
「
綏
」（
は

た
か
ざ
り
）
で
復
を
す
る
。
こ
れ
が
そ
の
「
旒
」
（
は
た
あ
し
）
を
取
り
去
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
生
時
と
異
な
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

【
経
】
（
二
葉
表
五
行
）

其
輤
有
裧
、
緇
布
裳
帷
、
素
錦
以
爲
屋
而
行
。

［
書
き
下
し
文
］

其
の
輤
に
裧
有
り
、
緇
布
の
裳
帷
あ
り
①
、
素
錦
以
て
屋
と
為
し
て
行
く
。
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①
「
飾
棺
」
に
つ
い
て
の
最
も
詳
細
な
記
述
は
喪
大
記4

5
-
2
0
b

に
見
え
、

そ
こ
で
は
「
君
」
に
つ
い
て
は
、
「
龍
帷
」
、
「
黼
荒
」
、
「
素
錦
褚
、
加
僞

荒
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
「
素
錦
褚
」
が
雑
記
上
の
「
素
錦
以
爲
屋
」
に

当
た
り
（
下
の
注
の
部
分
の
注
⑤
参
照
）
、
「
加
僞
荒
」
に
つ
い
て
鄭
玄2

1
a
1

は
「
僞
當
爲
帷
、
或
作
于
、
聲
之
誤
也
。
大
夫
以
上
有
褚
、
以
襯
覆

棺
、
乃
加
帷
荒
於
其
上
。
」
と
「
僞
」
を
「
帷
」
の
過
り
と
解
し
て
、「
褚
」

の
上
に
「
帷
」
「
荒
」
を
加
え
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
鄭
注
の
書
き
方

は
や
や
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
こ
の
「
帷
」
「
荒
」
は
上
文
の
「
龍
帷
」

「
黼
荒
」
を
指
す
よ
う
で
、
で
あ
れ
ば
、
喪
大
記
に
お
け
る
君
棺
の
覆

い
は
二
重
（
外
に
「
帷
」
と
「
荒
」
―
―
と
も
に
同
じ
骨
組
み
（
「
柳
」
）

に
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
喪
大
記
注2

0
b
1
0

「
（
帷
、
荒
）
皆
所
以
衣
柳
也
」

参
照
）
―
―
、
内
に
「
素
錦
褚
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
雑
記

上
の
そ
れ
は
「
其
輤
有
裧
」
、
「
緇
布
裳
帷
」
、
「
素
錦
以
爲
屋
」
の
三
重

で
―
―
「
輤
」
と
「
裳
帷
」
は
一
体
に
な
っ
て
い
な
い
―
―
、
こ
の
「
緇

布
裳
帷
」
に
相
当
す
る
も
の
は
喪
大
記
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
以
下
の
注
疏
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
雑
記
上
は
殯

に
向
か
う
際
の
棺
飾
り
、
喪
大
記
は
葬
に
向
か
う
際
の
棺
飾
り
の
記
載

で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
を
無
理
に
一
致
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
か
も
知

れ
な
い
。

［
現
代
語
訳
］

そ
の
（
外
側
の
屋
根
状
の
覆
い
で
あ
る
）
「
輤
」
に
は
（
そ
の
周
縁
か
ら
垂
ら

し
た
覆
い
で
あ
る
）
「
裧
」
が
あ
り
、
（
そ
の
内
側
に
は
）
緇
（
く
ろ
）
い
布

の
（
覆
い
で
あ
る
）
「
裳
帷
」
が
あ
り
、
（
そ
の
内
側
に
）
素
錦
（
し
ら
ぎ
ぬ
）

で
（
棺
を
覆
う
テ
ン
ト
状
の
）
小
屋
を
作
っ
て
（
自
国
の
殯
所
に
向
か
っ
て
）

行
く
の
だ
。

【
注
】
（
二
葉
表
六
行
）

輤
、
載
柩
將
殯
之
車
飾
也
。
輤
、
取
名
於
櫬
與
蒨
、
讀
如
蒨
旆
之
蒨
。
櫬
、
棺

也
。
蒨
、
染
赤
色
者
也
。
將
葬
載
柩
之
車
飾
曰
柳
。
裧
、
謂
鼈
甲
邊
緣
。
緇
布

裳
帷
、
圍
棺
者
也
。
裳
帷
用
緇
、
則
輤
用
赤
矣
。
輤
象
宮
室
、
屋
、
其
中
小
帳
、

櫬
①
覆
棺
者
。
若
未
大
斂
、
其
載
尸
而
歸
、
車
飾
皆
如
之
。

①
底
本
は
「
櫬
」
を
「
襯
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

輤
は
、
柩
を
載
せ
て
将
に
殯
せ
ん
と
す
る
の
車
飾
な
り
①
。
輤
は
、
名
を
櫬
と

蒨
と
に
取
る
②
、
読
む
こ
と
蒨
旆
の
蒨
の
如
し
。
櫬
は
、
棺
な
り
③
。
蒨
は
、

赤
色
を
染
む
る
者
な
り
。
将
に
葬
ら
ん
と
し
て
柩
を
載
す
る
の
車
飾
を
柳
と
曰

ふ
①
。
裧
は
、
鼈
甲
の
辺
縁
を
謂
ふ
④
。
緇
布
の
裳
帷
は
、
棺
を
囲
む
者
な
り
。

裳
帷
に
緇
を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
輤
に
赤
を
用
ふ
。
輤
は
宮
室
を
象
り
、
屋
は
、

其
の
中
の
小
帳
、
櫬
（
ち
か
）
く
棺
を
覆
ふ
者
な
り
⑤
。
若
し
未
だ
大
斂
せ
ず
、

其
の
尸
⑥
を
載
せ
て
帰
ら
ば
、
車
飾
皆
な
之
の
如
く
す
。

①
「
輤
」
と
「
柳
」
の
区
分
に
つ
い
て
は
『
礼
記
』
檀
弓
上
「
其
慎
也

蓋
殯
也
」
注6

-
9
b
3

「
慎
當
爲
引
、
禮
家
讀
然
、
聲
之
誤
也
。
殯
引
飾
棺

以
輤
、
引
葬
（
→
葬
引
）
飾
棺
以
柳
翣
」
に
も
見
え
る
。
三
礼
で
は
「
輤
」

は
こ
の
篇
に
の
み
に
、
「
柳
」
は
『
周
礼
』
天
官
・
縫
人8

-
1
2
b

「
喪
、

縫
棺
飾
焉
、
衣
翣
柳
之
材
」
に
の
み
に
見
え
る
。
「
柳
」
に
つ
い
て
は
、

『
礼
記
』
喪
大
記4

5
-
2
0
b

で
「
飾
棺
」
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
の
鄭
注2
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0
b
1
0

で
「
在
旁
曰
帷
、
在
上
曰
荒
、
皆
所
以
衣
柳
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
『
礼
記
』
檀
弓
上
「
周
人
牆
置
翣
」
疏6

-
1
1
b
1

は
「
則
以
帷
荒
之
内

木
材
爲
柳
、
其
實
帷
荒
及
木
材
等
、
揔
名
曰
柳
、
故
縫
人
云
、
「
衣
翣
柳

之
材
。
」
注1

3
b
1
0

云
、
「
柳
之
言
聚
、
諸
飾
之
所
聚
、
」
是
帷
荒
揔
稱
柳

也
」
と
、
「
柳
」
は
棺
の
飾
り
の
骨
組
み
で
あ
る
が
、
棺
の
飾
り
の
総
称

と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
と
す
る
（
檀
弓
上
疏7

-
1
5
b
8

～
の
議
論
も
ほ
ぼ

同
じ
）
。

②
音
通
に
よ
る
。
「
輤
」
と
「
蒨
」
は
同
音
（
耕
部
）
、
「
櫬
」
は
真
部
に

属
す
る
が
、
音
が
近
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
『
説
文
』
木
部6

s
6
5
b

「
櫬
、
棺
也
。
」
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
六
年
伝

1
3
-
1
b

「
士
輿
櫬
」
注2

b
1

、
同
・
襄
公
二
年
伝2
9
-
5
b

「
以
自
爲
櫬
與
頌

琴
」
注5

b
1
0

同
じ
。
な
お
、
『
小
爾
雅
』
広
名
で
は
「
空
棺
謂
之
櫬
、
有

屍
謂
之
柩
」
と
「
柩
」
と
の
区
別
を
説
い
て
い
る
。

④
「
裧
」
は
三
礼
で
は
他
に
『
儀
礼
』
士
昏
礼4

-
1
2
a

、
既
夕
記4

1
-
6
b

の
二
か
所
の
み
に
見
え
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
婦
人
の
車
の
車
蓋
の
周

囲
に
垂
れ
下
が
る
覆
い
を
指
し
、
鄭
玄
は
前
者
に
対
し
て
は
「
裧
、
車

裳
幃
。『
周
禮
』（
春
官
・
巾
車2

7
-
6
a

）
謂
之
容
。
車
有
容
、
則
固
有
蓋
。
」

（1
2
a
4

）
、
後
者
に
対
し
て
は
「
裧
者
、
車
裳
幃
、
於
蓋
弓
垂
之
。
」
（6

b

1
0

）
の
注
を
与
え
て
い
る
。
な
お
「
鼈
甲
」
で
柩
車
の
車
蓋
を
指
す
例

は
『
釈
名
』
釈
喪
制
「
輿
棺
之
車
曰
轜
、
…
其
蓋
曰
柳
、
柳
、
聚
也
、

衆
飾
所
聚
、
亦
其
形
僂
也
。
亦
曰
鼈
甲
、
以
（
→
似
）
鼈
甲
亦
（
→
φ
）

然
也
。
其
旁
曰
牆
、
似
屋
牆
也
」
に
見
え
る
。

⑤
『
礼
記
』
喪
大
記
注4

5
-
2
1
a
2

に
も
「
大
夫
以
上
有
褚
、
以
襯
覆
棺
、

乃
加
帷
荒
於
其
上
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
、
こ
の
経
で
言
わ
れ

る
「
屋
」
が
喪
大
記
の
「
褚
」
に
当
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。
喪
大
記
疏2

1
b
6

「
素
錦
褚
者
、
素
錦
、
白
錦
也
。
褚
、
屋
也
。
於
荒
下
又
用
白
錦
以

爲
屋
也
。
葬
在
路
象
宮
室
也
。
故
雜
記
云
、
素
錦
以
爲
屋
而
行
、
即
褚

是
也
」
参
照
。

⑥
大
斂
（
納
棺
）
前
な
の
で
「
柩
」
で
は
な
く
「
尸
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
『
礼
記
』
曲
礼
下5

-
2
1
a

「
在
牀
曰
尸
、
在
棺
曰
柩
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

「
輤
」
は
、
柩
を
載
せ
て
殯
（
か
り
も
が
り
）
に
向
か
う
車
の
飾
り
で
あ
る
。

「
輤
」
の
名
は
、
「
櫬
」
と
「
蒨
」
と
に
由
来
し
、
「
蒨
旆
」
の
「
蒨
」
と
同

じ
発
音
で
、
「
櫬
」
は
棺
の
意
味
で
あ
る
。
「
蒨
」
は
、
赤
色
を
染
め
る
草
で

あ
る
。
埋
葬
に
際
し
て
柩
を
載
せ
る
車
の
飾
り
は
「
柳
」
と
言
う
。「
裧
」
は
、

鼈
甲
（
す
な
わ
ち
「
輤
」
の
上
部
の
屋
根
状
の
部
分
）
の
周
辺
（
か
ら
垂
ら
し

た
覆
い
）
の
こ
と
を
言
う
。
「
緇
布
の
裳
帷
」
は
、
棺
を
取
り
囲
む
覆
い
で
あ

る
。
「
裳
帷
」
に
緇
（
く
ろ
）
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
輤
」
に
は
赤
を
用

い
る
の
で
あ
る
。
「
輤
」
は
宮
室
を
象
り
、
「
屋
」
は
、
そ
の
中
の
小
さ
な
帳

（
た
れ
ま
く
）
で
、
直
接
に
棺
を
覆
う
も
の
で
あ
る
。
（
以
上
は
大
斂
の
後
、

殯
の
前
の
車
の
飾
り
に
つ
い
て
で
あ
る
が
）
ま
だ
大
斂
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
尸

を
載
せ
て
帰
る
場
合
に
も
、
車
の
飾
り
は
皆
な
こ
の
よ
う
に
す
る
。

【
疏
】
（
二
葉
表
九
行
）

正
義
曰
、
此
一
經
明
諸
侯
車
飾
。
輤
、
謂
載
柩
之
車
。
有
裧
者
、
謂
輤
之
四
旁

有
物
。
裧
垂
、
象
鼈
甲
邊
緣
。
○
緇
布
裳
帷
者
、
輤
下
棺
外
、
用
緇
色
之
布
、
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以
爲
裳
帷
、
以
圍
繞
棺
也
。
素
錦
以
爲
屋
者
、
於
此
裳
帷
之
中
、
又
用
素
錦
以

爲
屋
、
小
帳
以
覆
棺
。
而
行
者
、
於
死
處
、
既
設
此
飾
、
而
後
行
。

［
書
き
下
し
文
］

正
義
に
曰
く
、
此
の
一
経
、
諸
侯
の
車
飾
を
明
ら
か
に
す
。
「
輤
」
は
、
柩
を

載
す
る
の
車
を
謂
ふ
①
。
「
裧
有
り
」
と
は
、
輤
の
四
旁
に
物
有
る
を
謂
ふ
。

裧
の
垂
る
る
は
、
鼈
甲
の
邊
縁
に
象
る
。
○
「
緇
布
の
裳
帷
」
と
は
、
輤
下
の

棺
外
に
、
緇
色
の
布
を
用
ひ
て
、
以
て
裳
帷
と
為
し
、
以
て
棺
を
囲
繞
す
る
な

り
。
「
素
錦
以
て
屋
と
為
す
」
と
は
、
此
の
裳
帷
の
中
に
於
て
、
又
た
素
錦
を

用
ひ
て
以
て
屋
と
為
し
、
小
帳
以
て
棺
を
覆
ふ
な
り
。「
而
し
て
行
く
」
と
は
、

死
処
に
於
て
、
既
に
此
の
飾
り
を
設
け
て
、
而
る
後
に
行
く
な
り
。

①
上
注
に
言
う
よ
う
に
「
輤
」
は
柩
車
の
飾
り
を
指
す
が
、
こ
の
飾
り

を
付
け
ら
れ
た
柩
車
も
ま
た
「
輤
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

［
現
代
語
訳
］

正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
経
は
、
諸
侯
（
が
殯
に
向
か
う
際
）
の
車
の
飾
り
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
だ
。
「
輤
」
は
、
柩
を
載
せ
る
車
を
言
う
。
「
裧
有
り
」
と

は
、「
輤
」
の
四
周
に
物
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。「
裧
」
が
（
「
輤
」

の
四
周
に
）
垂
れ
る
の
は
、
（
「
輤
」
の
上
部
を
）
鼈
甲
（
に
見
立
て
て
、
そ
）

の
周
辺
に
象
っ
た
も
の
だ
。
○
「
緇
布
の
裳
帷
」
と
は
、
「
輤
」
の
下
の
棺
外

に
、
緇
色
の
布
を
用
い
て
、
「
裳
帷
」
を
作
り
、
そ
れ
で
ぐ
る
り
と
棺
を
囲
ん

だ
も
の
だ
。
「
素
錦
以
て
屋
と
為
す
」
と
は
、
こ
の
「
裳
帷
」
の
中
に
、
さ
ら

に
又
た
素
錦
を
用
い
て
（
テ
ン
ト
状
の
）
「
屋
」
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
、
小

さ
な
帳
（
と
ば
り
）
で
棺
を
覆
う
と
い
う
こ
と
だ
。
「
而
し
て
行
く
」
と
は
、

死
ん
だ
場
所
で
、
こ
の
飾
り
を
設
け
て
、
そ
の
後
に
（
殯
す
る
場
所
に
）
行
く

と
い
う
こ
と
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
二
葉
裏
一
行
）

○
正
義
曰
、
輤
載
柩
將
殯
之
車
飾
也
者
、
以
下
經
云
、
遂
入
適
所
殯
、
是
將
殯

車
飾
也
。
云
輤
取
名
於
櫬
與
蒨
者
、
言
此
車
所
以
名
輤
、
凡
有
二
義
。
一
者
取

名
於
櫬
、
櫬
、
近
尸
也
。
二
取
名
於
蒨
、
蒨
、
草
也
。
故
云
取
名
於
櫬
與
蒨
。

云
讀
如
蒨
旆
之
蒨
者
、
言
經
中
輤
字
、
讀
如
蒨
旆
之
蒨
。
按
左
傳
定
四
年
祝
佗

①
云
、
封
康
叔
以
綪
茷
、
謂
以
蒨
草
染
旆
爲
赤
色
、
故
讀
此
蒨
與
彼
同
、
是
亦

蒨
草
以
染
布
也
。
云
櫬
棺
也
者
、
覆
説
取
名
於
櫬
義
也
。
云
蒨
染
赤
色
者
也
者
、

説
取
名
於
蒨
草
之
義
也
。
云
將
葬
載
柩
之
車
飾
曰
柳
者
、
證
此
經
中
輤
非
將
葬

車
也
。
云
裧
謂
鼈
甲
邊
緣
者
、
覆
説
輤
象
鼈
甲
、
覆
於
棺
上
、
中
央
隆
高
、
四

面
漸
下
。
裧
象
邊
緣
、
垂
於
輤
之
四
邊
、
與
輤
連
體
、
則
亦
赤
也
。
若
葬
車
之

飾
、
則
上
用
荒
、
不
用
輤
也
。
云
裳
帷
用
緇
則
輤
用
赤
矣
者
、
前
雖
讀
輤
爲
蒨

草
、
其
色
未
明
。
今
因
裳
帷
用
緇
、
故
知
定
輤
爲
赤
色
。
以
玄
纁
相
對
之
物
、

故
以
赤
色
對
緇
也
。
但
玄
纁
天
地
之
色
、
取
象
不
同
、
或
上
或
下
、
非
一
例
也
、

要
玄
纁
是
相
對
之
色
。
云
若
未
大
斂
其
載
尸
而
歸
車
飾
皆
如
之
者
、
此
經
所
論
、

謂
大
斂
後
也
、
故
下
云
適
所
殯
。
若
未
大
斂
、
則
曾
子
問
云
、
尸
入
門
、
升
自

阼
階
、
不
得
云
適
所
殯
也
。
知
未
大
斂
之
前
車
飾
亦
然
者
、
以
載
尸
柩
車
飾
、

經
唯
有
此
一
文
、
故
知
其
飾
同
也
。

①
底
本
は
「
佗
」
を
「
鮀
」
に
作
る
。
八
行
本
お
よ
び
『
春
秋
左
氏
伝
』

に
従
い
改
め
る
。
な
お
『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
四
年
伝5

4
-
1
3
b

「
其
使

祝
佗
從
」
の
『
校
勘
記
』
は
「
諸
本
作
佗
、
詩
下
泉
正
義
（7

.
3
-
1
0
b
1

）
、

書
舜
典
正
義
（3

-
1
0
b
3

）
、
論
語
疏
引
（6

-
6
b
1
0

）
傳
並
作
鮀
」
と
言
い
、
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『
論
語
』
雍
也6

-
6
b

「
祝
鮀
之
佞
」
、
憲
問1

4
-
1
0
b

「
祝
鮀
治
宗
廟
」
は

と
も
に
「
鮀
」
に
作
っ
て
い
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
輤
は
柩
を
載
せ
て
将
に
殯
せ
ん
と
す
る
の
車
飾
な
り
」
と

は
、
下
経
（3

a
1

）
に
、
「
遂
に
入
り
て
殯
す
る
所
に
適
く
」
と
云
ふ
を
以
っ

て
、
是
れ
将
に
殯
せ
ん
と
す
る
の
車
飾
な
り
。「
輤
は
名
を
櫬
と
蒨
と
に
取
る
」

と
云
ふ
は
、
此
の
車
の
輤
と
名
づ
く
る
所
以
は
、
凡
そ
二
義
有
る
を
言
ふ
。
一

は
名
を
櫬
に
取
り
、
櫬
は
、
尸
に
近
き
な
り
①
。
二
は
名
を
蒨
に
取
り
、
蒨
は
、

草
な
り
。
故
に
「
名
を
櫬
と
蒨
と
に
取
る
」
と
云
ふ
。
「
読
む
こ
と
蒨
旆
の
蒨

の
如
し
」
と
云
ふ
は
、
経
中
の
「
輤
」
字
、
読
む
こ
と
「
蒨
旆
」
の
「
蒨
」
の

如
く
な
る
を
言
ふ
。
按
ず
る
に
『
左
伝
』
定
四
年
祝
佗
云
ふ
、
「
康
叔
を
封
ず

る
に
綪
茷
を
以
て
す
」
②
と
、
蒨
草
を
以
て
旆
を
染
め
て
赤
色
と
為
す
を
謂
ふ
、

故
に
此
の
蒨
を
読
む
こ
と
彼
（
か
し
こ
）
と
同
じ
、
是
れ
も
亦
た
蒨
草
以
て
布

を
染
む
る
な
り
。
「
櫬
は
棺
な
り
」
と
云
ふ
は
、
名
を
櫬
に
取
る
の
義
を
覆
説

す
る
な
り
。
「
蒨
は
赤
色
を
染
む
る
者
な
り
」
と
云
ふ
は
、
名
を
蒨
草
に
取
る

の
義
を
説
く
な
り
。「
将
に
葬
ら
ん
と
し
て
柩
を
載
す
る
の
車
飾
を
柳
と
曰
ふ
」

と
云
ふ
は
、
此
の
経
中
の
「
輤
」
の
将
に
葬
ら
ん
と
す
る
の
車
に
非
ざ
る
を
証

す
る
な
り
。
「
裧
は
鼈
甲
の
辺
縁
を
謂
ふ
」
と
云
ふ
は
、
輤
は
鼈
甲
を
象
り
、

棺
上
を
覆
ひ
て
、
中
央
隆
高
に
し
て
、
四
面
漸
下
す
る
を
覆
説
す
。
裧
は
辺
縁

を
象
り
、
輤
の
四
辺
に
垂
れ
、
輤
と
体
を
連
ぬ
れ
ば
、
則
ち
亦
た
赤
な
り
。
葬

車
の
飾
り
の
若
き
は
、
則
ち
上
に
荒
を
用
ひ
③
、
輤
を
用
ひ
ず
。
「
裳
帷
、
緇

を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
輤
は
赤
を
用
ふ
」
と
云
ふ
は
、
前
（
さ
き
）
に
輤
を
読
み

て
蒨
草
と
為
す
と
雖
も
、
其
の
色
未
だ
明
ら
か
な
ら
ず
。
今
、
裳
帷
に
緇
を
用

ふ
る
に
因
り
て
、
故
に
定
め
て
輤
の
赤
色
た
る
を
知
る
④
。
玄
纁
相
ひ
対
す
る

の
物
な
る
を
以
て
、
故
に
赤
色
を
以
て
緇
に
対
す
る
な
り
。
但
だ
玄
纁
は
天
地

の
色
⑤
、
象
を
取
る
こ
と
同
じ
か
ら
ず
、
或
は
上
、
或
は
下
、
一
例
に
非
ざ
る

な
り
、
要
は
玄
纁
は
是
れ
相
ひ
対
す
る
の
色
な
り
。
「
若
し
未
だ
大
斂
せ
ず
、

其
の
尸
を
載
せ
て
帰
ら
ば
、
車
飾
は
皆
な
之
の
如
く
す
」
と
云
ふ
は
、
此
の
経

の
論
ず
る
所
、
大
斂
の
後
を
謂
ふ
、
故
に
下
に
「
殯
す
る
所
に
適
く
」
と
云
ふ
。

若
し
未
だ
大
斂
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
曾
子
問
に
云
ふ
、
「
尸
、
門
よ
り
入
り
、
升

る
に
阼
階
自
り
す
」
⑥
と
、
「
殯
す
る
所
に
適
く
」
と
云
ふ
を
得
ず
。
未
だ
大

斂
せ
ざ
る
の
前
の
車
飾
も
亦
た
然
る
を
知
れ
る
は
、
尸
柩
を
載
す
る
の
車
飾
、

経
唯
だ
此
の
一
文
の
み
有
る
を
以
て
、
故
に
其
の
飾
り
の
同
じ
き
を
知
る
な
り
。

①
「
櫬
」
が
「
（
外
）
椁
」
に
対
す
る
「
（
内
）
棺
」
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
四
年
伝
「
無
櫬
」
注2

9
-
2
0
a
9

「
櫬
、
親
身

棺
」
参
照
。

②
『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
四
年
伝5

4
-
1
4
b

「
衞
侯
使
祝
佗
私
於
萇
弘
曰
、

…1
7
b

分
康
叔
以
大
路
少
帛
綪
茷
旃
旌
。
」
こ
の
「
綪
茷
」
と
「
蒨
旆
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
『
校
勘
記
』6

a
2

に
「
鄭
氏
『
禮
記
』
雜

記
注
引
作
蒨
旆
。
『
詩
』
小
雅
（
六
月
）
「
白
旆
央
央
」
正
義
（1

0
.
2
-
6
a

2

）
云
、「
茷
與
旆
、
古
今
字
也
、
故
左
傳
云
、
蒨
茷
旃
旌
、
茷
亦
旆
也
。
」

石
經
綪
字
、
似
改
刻
、
疑
初
刻
作
蒨
字
。
按
『
説
文
』
（
糸
部1

3
s
1
5
a

）

云
、
「
綪
、
赤
繒
也
。
」
是
綪
爲
正
字
」
の
議
論
が
あ
る
。
六
月
釈
文5

a
5

も
「
白
茷
、
本
又
作
斾
、
蒲
貝
反
、
繼
旐
曰
茷
（
『
爾
雅
』
釈
天
（
旌
旂
）

6
-
1
8
a

）
。
左
傳
云
、
「
蒨
茷
」
是
也
。
一
曰
、
斾
與
茷
、
古
今
字
殊
」
と

言
う
。
「
斾
」
は
「
旆
」
の
俗
字
。
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③
『
礼
記
』
喪
大
記4

5
-
2
0
b

で
「
飾
棺
」
に
つ
い
て
記
す
部
分
の
鄭
注2

0
b
1
0

「
荒
、
蒙
也
。
在
旁
曰
帷
、
在
上
曰
荒
、
皆
所
以
衣
柳
也
。
」
及
び

疏2
0
b
5

「
荒
、
蒙
也
、
謂
柳
車
上
覆
、
謂
鱉
甲
也
」
参
照
。

④
染
色
に
つ
い
て
は
、
『
爾
雅
』
釈
器5

-
1
8
b

に
「
一
染
謂
之
縓
、
再
染

謂
之
赬
、
三
染
謂
之
纁
。
」
と
あ
り
、
『
周
礼
』
考
工
記
・
鐘
氏4

0
-
2
6
b

に
「
三
入
爲
纁
、
五
入
爲
緅
、
七
入
爲
緇
。
」
と
あ
っ
て
、
『
儀
礼
』
士

冠
礼
「
纁
裳
」
注2

-
1
a
6

の
「
朱
則
四
入
與
。
」
お
よ
び
『
詩
』
小
雅
・

斯
干
疏1

1
.
2
-
1
1
a
4

引
く
『
易
』
困
卦
九
二
「
朱
紱
」
鄭
注
「
朱
、
深
于

赤
。
」
よ
り
す
れ
ば
、
鄭
玄
は
「
朱
」
よ
り
浅
い
赤
の
総
称
を
「
赤
」
、「
朱
」

よ
り
や
や
浅
い
赤
を
「
纁
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
『
詩
』

豳
風
・
七
月
「
載
玄
載
黃
、
我
朱
孔
陽
」
伝8
.
1
-
1
4
a
3

「
玄
、
黑
而
有

赤
也
。
朱
、
深
纁
也
」
に
よ
れ
ば
、
「
玄
」
は
赤
み
が
か
っ
た
黒
と
な
る

が
、
こ
の
疏
で
は
「
玄
」
と
「
緇
」
、
「
赤
」
と
「
纁
」
を
特
に
区
別
せ

ず
に
用
い
て
い
る
。

⑤
『
周
礼
』
天
官
・
染
人8
-
1
4
a

「
夏
纁
玄
。
」
注1

4
a
9

「
玄
纁
者
、
天

地
之
色
、
以
爲
祭
服
。
」（
『
春
秋
穀
梁
伝
』
僖
公
三
十
一
年
注9

-
1
5
b
8

「
纁
」

作
「
熏
」
）
。
天
色
を
「
玄
」
と
す
る
も
の
し
て
は
、
『
周
易
』
坤
・
文
言

1
-
2
7
b

「
天
玄
而
地
黄
」
が
あ
る
。

⑥
『
礼
記
』
曾
子
問1

9
-
7
b

「
曾
子
問
曰
、
君
出
疆
以
三
年
之
戒
、
以
椑

從
。
君
薨
、
其
入
如
之
何
。
孔
子
曰
、
共
殯
服
、
（
注7

b
1
0

：
此
謂
君
已

大
斂
。
）
則
子
麻
弁
絰
、
疏
衰
菲
杖
。
入
自
闕
、
升
自
西
階
。
如
小
斂
、

則
子
免
而
從
柩
。
（
注8

a
5

：
謂
君
已
小
斂
也
。
）
入
自
門
、
升
自
阼
階
。

（
注8

a
6

：
親
未
在
棺
、
不
忍
異
、
入
使
如
生
來
反
。
）
君
大
夫
士
一
節

也
。
」

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
輤
は
柩
を
載
せ
て
将
に
殯
せ
ん
と
す
る
の
車
飾
な
り
」
に

つ
い
て
、
経
の
下
文
に
「
遂
に
入
り
て
殯
す
る
所
に
適
く
」
と
言
っ
て
い
る
か

ら
、
こ
れ
は
殯
へ
と
向
か
う
車
の
飾
り
と
な
る
の
だ
。
「
輤
は
名
を
櫬
と
蒨
と

に
取
る
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
車
が
「
輤
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
理
由
が
二

つ
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。
一
つ
は
「
櫬
」
か
ら
名
を
取
っ
た
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
「
櫬
」
は
（
内
棺
で
）
、
尸
に
近
い
と
い
う
こ
と
。
二
つ
は
「
蒨
」

か
ら
名
を
取
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
蒨
」
は
、
（
赤
に
染
め
る
）
草
の

こ
と
だ
。
だ
か
ら
「
名
を
櫬
と
蒨
と
に
取
る
」
と
言
う
の
だ
。
「
読
む
こ
と
蒨

旆
の
蒨
の
如
し
」
と
言
う
の
は
、
経
中
の
「
輤
」
字
が
、
「
蒨
旆
」
の
「
蒨
」

の
よ
う
に
読
む
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。
思
う
に
『
左
伝
』
定
公
四
年
で
佗
鮀

が
、
「
康
叔
を
封
ず
る
に
綪
茷
を
以
て
す
」
と
言
っ
て
い
る
（
が
、
こ
の
「
綪

茷
」
が
「
蒨
旆
」
の
こ
と
で
）
、
蒨
草
で
旆
（
は
た
）
を
染
め
て
赤
色
に
す
る

こ
と
を
言
う
の
だ
。
だ
か
ら
こ
こ
の
「
蒨
」
は
『
左
伝
』
（
の
「
綪
茷
」
す
な

わ
ち
「
蒨
旆
」
の
「
蒨
」
）
と
同
じ
よ
う
に
読
む
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た

蒨
草
で
布
を
染
め
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
「
櫬
は
棺
な
り
」
と
言
う
の
は
、

「
櫬
」
か
ら
名
を
取
っ
た
こ
と
の
意
味
を
さ
ら
に
説
い
た
も
の
だ
。
「
蒨
は
赤

色
を
染
む
る
者
な
り
」
と
言
う
の
は
、
蒨
草
か
ら
名
を
取
っ
た
こ
と
の
意
味
を

説
い
た
も
の
だ
。
「
将
に
葬
ら
ん
と
し
て
柩
を
載
す
る
の
車
飾
を
柳
と
曰
ふ
」

と
言
う
の
は
、
こ
の
経
中
の
「
輤
」
が
埋
葬
に
向
か
う
車
（
の
飾
り
）
で
は
な

い
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。「
裧
は
鼈
甲
の
辺
縁
を
謂
ふ
」
と
言
う
の
は
、

「
輤
」
が
鼈
甲
を
象
っ
た
も
の
で
あ
り
、
棺
の
上
を
覆
っ
て
、
中
央
が
盛
り
上

礼記注疏訳注稿（十三）―雑記上第二十（一）―（末永）
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が
り
、
四
面
に
し
だ
い
に
下
が
っ
て
い
く
（
形
で
あ
る
）
こ
と
を
詳
し
く
説
い

た
も
の
だ
。
「
裧
」
は
（
鼈
甲
の
）
周
辺
を
象
り
、
「
輤
」
の
四
辺
か
ら
垂
れ

さ
が
り
、
「
輤
」
と
一
体
化
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
赤
色
で
あ
る
。(

埋

葬
に
向
か
う)

葬
車
の
飾
り
の
場
合
は
、
（
棺
の
）
上
に
（
屋
根
状
の
覆
い
で

あ
る
）
「
荒
」
を
用
い
て
、
「
輤
」
は
用
い
な
い
。
「
裳
帷
、
緇
を
用
ふ
れ
ば
、

則
ち
輤
は
赤
を
用
ふ
」
と
言
う
の
は
、
前
文
で
は
「
輤
」
を
蒨
草
の
意
に
読
ん

だ
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
色
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
今
、
「
裳

帷
」
に
緇
（
く
ろ
）
を
用
い
る
と
あ
る
こ
と
に
因
っ
て
、
「
輤
」
が
確
か
に
赤

色
で
あ
る
と
わ
か
る
の
だ
。
「
玄
」
（
く
ろ
）
と
「
纁
」
（
あ
か
）
が
相
い
対
す

る
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
赤
色
を
緇
（
く
ろ
）
と
対
に
し
た
の
だ
。
た
だ

「
玄
」
「
纁
」
は
、
天
地
の
色
で
あ
（
っ
て
、
天
地
の
上
下
に
従
え
ば
「
玄
」

が
上
、「
纁
」
が
下
と
い
う
こ
と
に
な
）
る
が
、
象
徴
の
取
り
方
が
違
う
の
だ
。

（
「
玄
」
「
纁
」
の
）
い
ず
れ
か
が
上
に
、
い
ず
れ
か
が
下
に
な
る
の
で
あ
っ

て
、
一
律
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
要
は
「
玄
」
「
纁
」
が
相
い
対

す
る
色
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
若
し
未
だ
大
斂
せ
ず
、
其
の
尸
を
載
せ
て

帰
ら
ば
、
車
飾
は
皆
な
之
の
如
く
す
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
経
で
論
じ
て
い
る

の
は
、
大
斂
の
後
に
つ
い
て
言
う
。
だ
か
ら
下
文
に
、
「
殯
す
る
所
に
適
く
」

と
言
う
の
だ
。
も
し
ま
だ
大
斂
し
て
い
な
け
れ
ば
、『
礼
記
』
曾
子
問
篇
に
「
尸
、

門
よ
り
入
り
、
升
る
に
阼
階
自
り
す
」
と
言
わ
れ
る
形
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

「
殯
す
る
所
に
適
く
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
ま
だ
大
斂
し
て
い
な

い
前
の
車
の
飾
り
も
ま
た
同
様
で
あ
る
と
わ
か
る
の
は
、
尸
柩
を
載
せ
る
車
の

飾
り
に
つ
い
て
は
、
経
文
で
は
た
だ
こ
の
一
文
が
あ
る
（
だ
け
で
大
斂
前
後
で

の
違
い
を
示
す
記
述
が
な
い
）
こ
と
か
ら
、
そ
の
飾
り
が
同
じ
で
あ
る
と
わ
か

る
の
だ
。

【
経
】
（
二
葉
裏
十
行
）

至
於
廟
門
、
不
毀
牆
、
遂
入
適
所
殯
。
唯
輤
爲
説
於
廟
門
外
。

［
書
き
下
し
文
］

廟
門
に
至
れ
ば
、
牆
を
毀
た
ず
し
て
、
遂
に
入
り
て
殯
す
る
所
に
適
く
。
唯
だ

輤
の
み
説
（
だ
っ
）
す
る
こ
と
を
廟
門
の
外
に
為
す
。

［
現
代
語
訳
］

廟
門
（
殯
を
行
う
宮
室
の
門
）
に
至
る
と
、
牆
（
＝
「
裳
帷
」
①
）
は
取
り
付

け
た
ま
ま
で
、
（
門
よ
り
）
入
っ
て
殯
す
る
場
所
（
で
あ
る
堂
上
中
央
の
両
楹

の
間
）
に
行
く
。
（
棺
の
飾
り
で
は
）
た
だ
「
輤
」
の
み
を
廟
門
の
外
で
取
り

外
す
。①

か
り
に
鄭
玄
に
従
っ
て
お
く
が
、
下
文
の
「
唯
輤
爲
説
」
の
「
唯
」

と
い
う
限
定
は
、
「
輤
」
以
外
の
「
裳
帷
」
な
ど
を
去
ら
な
い
こ
と
を
含

意
す
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
「
不
毀
牆
（
＝
不
毀
裳
帷
）
」
を
言
う

必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
お
孫
希
旦
『
集
解
』
は
こ
の
「
牆
」
を

「
宮
牆
」
と
解
し
、
こ
の
経
文
の
記
述
を
大
斂
前
に
つ
い
て
の
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
下
の
注
の
部
分
の
注
②
参
照
。

【
注
】
（
三
葉
表
一
行
）

廟
、
所
殯
宮
。
牆
、
裳
帷
也
。
適
所
殯
、
謂
兩
楹
之
間
。
去
輤
乃
入
廟
門
、
以

其
入
自
有
宮
室
也
。
毀
或
爲
徹
。
凡
柩
自
外
來
者
、
正
棺
於
兩
楹
之
間
、
尸
亦

侇
之
於
此
、
皆
因
殯
焉
。
異
者
柩
入
自
闕
、
升
自
西
階
、
尸
入
自
門
、
升
自
阼
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階
。
其
殯
必
於
兩
楹
之
間
者
、
以
其
死
不
於
室
、
而
自
外
來
。
留
之
於
中
、
不

忍
遠
也
。

［
書
き
下
し
文
］

「
廟
」
は
、
殯
す
る
所
の
宮
①
、
「
牆
」
は
、
裳
帷
な
り
②
。
「
殯
す
る
所
に

適
く
」
は
、
両
楹
の
間
を
謂
ふ
。
輤
を
去
り
て
乃
ち
廟
門
に
入
る
は
、
其
の
入

り
て
自
（
お
の
ず
）
か
ら
宮
室
有
る
を
以
て
な
り
。
「
毀
」
或
は
「
徹
」
に
為

る
。
凡
そ
柩
の
外
自
り
来
た
る
者
、
棺
を
両
楹
の
間
に
正
し
、
尸
も
亦
た
之
を

此
に
侇
（
う
つ
）
す
は
③
、
皆
な
殯
す
る
に
因
る
。
異
な
る
は
、
柩
は
入
る
に

闕
自
り
し
、
升
る
に
西
階
自
り
す
。
尸
は
入
る
に
門
自
り
し
、
升
る
に
阼
階
自

り
す
。
其
の
殯
す
る
に
必
ず
兩
楹
の
間
に
於
て
す
る
は
、
其
の
死
す
る
に
室
に

於
て
せ
ず
し
て
、
外
自
り
来
た
る
を
以
て
な
り
。
之
を
中
に
留
む
る
は
、
遠
ざ

く
る
に
忍
び
ざ
れ
ば
な
り
。

①
「
廟
」
で
「
殯
宮
」
を
指
す
例
は
、
『
尚
書
』
顧
命1

8
-
2
9
b

「
諸
侯
出

廟
門
俟
。
」
伝2

9
b
6

「
言
諸
侯
、
則
卿
士
已
下
、
亦
可
知
殯
之
所
處
、
故

曰
廟
。
待
王
後
命
。
」
『
礼
記
』
喪
服
小
記3

3
-
2
a

「
無
事
不
辟
廟
門
。
」

注2
a
1

「
鬼
神
尚
幽
闇
也
。
廟
、
殯
宮
。
」
『
大
戴
礼
記
』
諸
侯
遷
廟
「
從

至
于
廟
、
羣
臣
如
朝
位
。
」
盧
辯
注
「
廟
、
殯
宮
。
」
な
ど
が
あ
る
。
な

お
、
廟
に
殯
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
『
礼
記
』
檀
弓
下9

-
1
9
b

「
殷

朝
而
殯
於
祖
、
周
朝
而
遂
葬
」
の
疏2

0
a
4

に
「
夫
子
不
論
二
代
得
失
、

皆
合
當
代
之
禮
、
無
所
是
非
。
以
此
言
之
、
則
周
人
不
殯
於
廟
。
按
僖

八
年
致
哀
姜
、
左
傳
云
、
不
殯
于
廟
、
則
弗
致
也
、
則
正
禮
當
殯
於
廟

者
。
服
氏
云
、
不
薨
於
寢
、
寢
謂
小
寢
。
不
殯
於
廟
、
廟
謂
殯
宮
、
鬼

神
所
在
謂
之
廟
。
鄭
康
成
以
爲
、
春
秋
變
周
之
文
、
從
殷
之
質
、
故
殯

於
廟
。
杜
預
以
爲
、
不
以
殯
朝
廟
。
未
詳
孰
是
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
引
か
れ
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
は
僖
公
八
年
伝1

3
-
7
a

「
秋
禘
而
致

哀
姜
焉
、
非
禮
也
。
凡
夫
人
不
薨
于
寢
、
不
殯
于
廟
、
不
赴
于
同
、
不

祔
于
姑
、
則
弗
致
也
。
」
注7

a
3

「
寢
、
小
寢
。
同
、
同
盟
。
將
葬
、
又

不
以
殯
過
廟
。
」
ま
た
、
同
・
襄
公
四
年
伝2

9
-
2
0
a

「
秋
、
定
姒
薨
、
不

殯
于
廟
、
無
櫬
、
不
虞
。
」
注2

0
a
9

「
櫬
、
親
身
棺
。
季
孫
以
定
姒
本
賤
、

既
无
器
備
、
議
其
喪
制
、
欲
殯
不
過
廟
、
又
不
反
哭
」
参
照
。

②
「
牆
」
で
柩
車
の
飾
り
を
指
す
例
は
他
に
、

・
『
儀
礼
』
既
夕
記4

1
-
1
2
a

「
巾
奠
乃
牆
。
」
注1

2
a
9

「
牆
、
飾
柩
也
。
」

・
『
礼
記
』
檀
弓
上6

-
1
0
b

「
周
人
牆
置
翣
。
」
注1

0
b
9

「
牆
、
柳
也
。
」

（
校
勘
記3

b

の
浦
鏜
説
に
よ
り
「
柳
」
下
の
「
衣
」
字
を
削
る
。
）

・
『
礼
記
』
檀
弓
上7

-
1
5
a

「
孔
子
之
喪
、
公
西
赤
爲
志
焉
、
飾
棺
牆
、

置
翣
。
」
注1

5
a
9

「
牆
、
柳
衣
。
」

が
あ
る
。
最
初
の
例
は
既
夕
礼3

8
-
1
0
a

「
商
祝
飾
柩
」
に
対
す
る
記
で
、

そ
の
注1

0
a
2

で
は
「
飾
柩
爲
設
牆
柳
也
。
巾
奠
乃
牆
、
謂
此
也
。
牆
有

布
帷
、
柳
有
布
荒
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
注
だ
け
を
見
る
と
鄭
玄
は
「
牆
」

「
柳
」
を
別
物
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
疏1

0
a
7

～
で
も

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
礼
記
』
喪
大
記4

5
-
2
0
b

に
「
帷
」
「
荒
」
が
併

記
さ
れ
、
そ
こ
に
鄭
玄2

0
b
1
0

は
「
在
旁
曰
帷
、
在
上
曰
荒
、
皆
所
以
衣

柳
也
」
と
注
記
し
て
お
り
、
「
帷
」
「
荒
」
と
も
に
「
柳
」
を
覆
う
も
の

と
し
て
い
る
。
こ
れ
と
上
に
引
い
た
『
礼
記
』
檀
弓
上
の
二
つ
の
注
（
こ

の
二
つ
の
注
の
違
い
に
つ
い
て
は
檀
弓
上
疏7

-
1
5
b

～1
6
a
1

参
照
）
を
あ

わ
せ
考
え
れ
ば
、
鄭
玄
は
基
本
的
に
「
牆
」
「
柳
」
を
同
じ
も
の
と
し
、

礼記注疏訳注稿（十三）―雑記上第二十（一）―（末永）
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析
言
す
れ
ば
「
牆
」
は
「
帷
」
、
「
柳
」
は
「
荒
」
を
指
す
と
考
え
て
い

る
よ
う
で
あ
る
（
既
夕
礼
疏3

8
-
1
0
a
1
0

参
照
）
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の

「
帷
」
は
「
荒
」
の
周
辺
を
覆
う
も
の
と
な
り
、
こ
の
雑
記
上
の
記
述

で
は
「
裧
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
檀
弓
上
疏7

-
1
5
b
8

に
「
牆
之

障
柩
、
猶
垣
牆
障
家
、
故
謂
障
柩
之
物
爲
牆
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
牆
」

も
ま
た
棺
飾
り
の
総
称
で
、
家
の
牆
と
同
じ
く
、
特
に
棺
の
側
面
を
覆

う
も
の
を
指
す
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
経
文
で
は
「
唯
輤

爲
説
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
「
輤
」
に
付
随
す
る
「
裧
」
も
取
り
払
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
、「
牆
」
に
「
裳
帷
」
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
こ
で
鄭
玄
が
「
牆
」
を
「
宮
牆
」
に
解
さ
な
か
っ
た
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
注
の
下
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
鄭
玄
は
こ
れ
を

『
礼
記
』
曾
子
問1

9
-
8
a

「
（
君
已
大
斂
則
）
入
自
闕
、
升
自
西
階
。
如

小
斂
、
則
…
入
自
門
、
升
自
阼
階
。
」
と
結
び
付
け
て
理
解
し
て
い
る
。

鄭
玄8

a
3

は
こ
の
「
入
自
闕
」
を
解
し
て
「
闕
、
謂
毀
宗
也
。
…
所
毀
宗
、

殯
宮
門
西
也
」
と
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
君
が
外
地
で
死
亡

し
大
斂
後
に
帰
国
し
た
場
合
は
、「
殯
宮
門
の
西
辺
の
牆
を
毀
ち
て
」（
疏

9
a
2

）
殯
宮
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
雑
記
上
の
こ
の
部
分
の
記
述

を
鄭
玄
は
大
斂
後
の
こ
と
（
上
の
経
文
に
対
す
る
鄭
注
の
末
尾
を
参
照
）

と
す
る
か
ら
、
こ
の
経
文
の
「
不
毀
牆
」
の
「
牆
」
を
殯
宮
の
牆
と
解

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ

ば
こ
の
注
で
「
去
輤
乃
入
廟
門
」
と
殯
宮
の
牆
を
毀
た
ず
に
廟
門
か
ら

入
る
と
し
て
い
る
の
が
不
可
解
で
あ
る
。
注
の
下
文
で
大
斂
後
の
「
柩
」

と
大
斂
前
の
「
尸
」
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
あ

る
い
は
「
入
廟
門
」
と
言
う
時
は
、
意
識
が
「
尸
」
の
方
に
行
っ
て
い

た
か
。

③
『
釈
文
』3

a
4

は
何
胤
『
礼
記
隠
義
』
の
「
侇
之
言
移
也
」
を
引
く
。

［
現
代
語
訳
］

「
廟
」
は
、
殯
を
行
う
宮
室
の
こ
と
、
「
牆
」
は
、
（
上
文
の
）
「
裳
帷
」
の
こ

と
で
あ
る
。
「
殯
す
る
所
に
適
く
」
は
、
（
堂
上
の
中
央
で
あ
る
）
両
楹
（
東

西
二
本
の
柱
）
の
間
（
に
行
く
こ
と
）
を
言
う
。
「
輤
」
を
取
り
去
っ
て
か
ら

廟
門
に
入
る
の
は
、
廟
門
に
入
れ
ば
（
そ
こ
に
は
）
お
の
ず
か
ら
宮
室
が
あ
（
り

宮
室
を
象
る
「
輤
」
は
不
要
と
な
）
る
か
ら
で
あ
る
。
「
毀
」
字
は
テ
キ
ス
ト

に
よ
っ
て
は
「
徹
」
に
作
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
外
か
ら
帰
り
来
た
「
柩
」（
棺

に
納
め
ら
れ
た
死
体
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
棺
を
両
楹
の
間
に
安
置
す
る
の
で

あ
る
が
、
「
尸
」
（
棺
に
納
め
る
前
の
死
体
）
も
ま
た
こ
れ
を
そ
の
場
所
に
移

し
置
く
の
は
、
み
な
（
そ
こ
で
）
殯
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
（
両
者
で
）
異
な

る
の
は
、
「
柩
」
は
（
門
の
西
側
の
か
べ
を
壊
し
て
作
っ
た
）
「
闕
」
か
ら
入

っ
て
、
西
階
か
ら
（
堂
上
に
）
升
る
の
に
対
し
、
「
尸
」
は
門
か
ら
入
っ
て
、

阼
階
か
ら
（
堂
上
に
）
升
る
点
だ
。
殯
を
必
ず
兩
楹
の
間
で
行
う
と
い
う
の
は
、

（
通
常
と
異
な
り
）
室
内
で
亡
く
な
ら
ず
、
（
そ
の
遺
体
が
）
外
か
ら
帰
り
来

た
か
ら
で
あ
る
。
（
通
常
の
喪
礼
で
は
亡
く
な
っ
た
室
内
か
ら
し
だ
い
に
遠
ざ

か
り
、
殯
は
堂
上
中
央
か
ら
さ
ら
に
遠
ざ
け
て
西
階
の
上
で
行
わ
れ
る
の
で
あ

る
が
）
、
そ
の
遺
体
を
（
堂
上
の
）
中
央
に
留
め
（
て
殯
を
す
）
る
の
は
、
遠

ざ
け
る
に
忍
び
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
疏
】
（
三
葉
表
四
行
）

東洋古典學研究 第 50 集 2020



143

正
義
曰
、
此
一
經
明
諸
侯
禮
、
載
柩
入
制
也
。○

至
於
廟
門
者
、
謂
殯
宮
門

也
。○

不
毀
牆
者
、
牆
謂
裳
帷
。
但
毀
去
上
輤
、
不
毀
去
牆
帷
。
○
遂
入
適

所
殯
者
、
遂
入
殯
宮
、
正
柩
於
兩
楹
之
間
、
而
遂
殯
焉
。
○
唯
輤
爲
説
於
廟
門

外
者
①
、
言
餘
物
不
説
、
唯
輤
一
物
、
脱
於
殯
宮
門
外
。

①
底
本
は
「
者
」
下
に
「
者
」
字
を
衍
す
。
八
行
本
に
従
い
削
る
。

［
書
き
下
し
文
］

正
義
に
曰
く
、
此
の
一
経
、
諸
侯
の
礼
、
柩
を
載
せ
て
入
る
の
制
を
明
ら
か
に

す
る
な
り
。○

「
廟
門
に
至
る
」
と
は
、
殯
宮
の
門
を
謂
ふ
な
り
。○

「
牆
を

毀
た
ず
」
と
は
、
「
牆
」
は
裳
帷
を
謂
ふ
。
但
だ
上
輤
の
み
毀
ち
去
り
、
牆
帷

を
毀
ち
去
ら
ず
。
○
「
遂
に
入
り
て
殯
す
る
所
に
適
く
」
と
は
、
遂
に
殯
宮
に

入
り
、
柩
を
両
楹
の
間
に
正
し
て
、
遂
に
殯
す
る
な
り
。
○
「
唯
だ
輤
の
み
説

す
る
こ
と
を
廟
門
の
外
に
為
す
」
と
は
、
余
物
は
説
（
だ
っ
）
せ
ず
、
唯
だ
輤

の
一
物
の
み
、
殯
宮
の
門
外
に
脱
す
る
を
言
ふ
。

［
現
代
語
訳
］

正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
経
は
、
諸
侯
の
礼
で
、（
外
地
で
亡
く
な
っ
た
諸
侯
の
）

柩
を
載
せ
て
（
殯
宮
に
）
入
る
制
度
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
。○

「
廟
門
に

至
る
」
と
は
、
殯
宮
の
門
（
に
至
る
こ
と
）
を
言
う
の
だ
。○

「
牆
を
毀
た
ず
」

と
は
、
「
牆
」
は
（
棺
飾
り
の
）
「
裳
帷
」
を
言
う
。
た
だ
外
側
の
「
輤
」
だ

け
を
取
り
去
っ
て
、
（
内
側
の
）
「
牆
帷
」
は
取
り
去
ら
な
い
の
だ
。
○
「
遂

に
入
り
て
殯
す
る
所
に
適
く
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
殯
宮
に
入
り
、
柩
を
両
楹
の

間
に
安
置
し
て
、
そ
の
ま
ま
殯
を
行
う
の
だ
。
○
「
唯
だ
輤
の
み
説
す
る
こ
と

を
廟
門
の
外
に
為
す
」
と
は
、
他
の
棺
飾
り
は
取
り
外
さ
ず
、
た
だ
「
輤
」
の

一
物
だ
け
を
、
殯
宮
の
門
外
で
取
り
外
す
こ
と
を
言
う
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
三
葉
表
七
行
）

○
正
義
曰
、
廟
所
殯
宮
者
、
以
殯
之
所
在
、
故
謂
爲
廟
。
云
牆
裳
帷
也
者
、
鄭

恐
是
宮
牆
之
嫌
、
故
云
牆
裳
帷
也
。
以
飾
棺
之
物
稱
牆
。
門
是
入
自
門
也
。
云

適
所
殯
在
兩
楹
之
間
者
、
以
死
在
外
來
、
故
殯
於
兩
楹
間
。
云
去
輤
乃
入
廟
門

以
其
入
自
有
宮
室
也
者
、
解
經
所
以
去
輤
乃
入
之
意
。
輤
乃
覆
棺
上
、
象
宮
室
。

今
入
之
有
宮
室
、
故
去
①
輤
也
。
不
去
裳
帷
者
、
以
裳
帷
鄣
棺
、
未
可
去
也
。

云
凡
柩
自
外
來
者
正
棺
於
兩
楹
之
間
者
、
按
公
羊
定
元
年
癸
亥
、
公
之
喪
至
自

乾
侯
、
正
棺
於
兩
楹
之
間
、
然
後
即
位
。
鄭
以
是
推
之
、
則
知
尸
自
外
來
者
、

亦
停
於
兩
楹
之
間
、
故
尸
亦
侇
之
於
此
、
皆
因
殯
焉
。
云
異
者
柩
入
自
闕
升
自

西
階
尸
入
自
門
升
自
阼
階
者
、
皆
曾
子
問
文
。
云
留
之
於
中
不
忍
遠
也
者
、
以

周
人
殯
於
客
位
、
今
殯
於
兩
楹
之
間
、
是
不
忍
遠
之
也
。

①
底
本
は
「
去
」
を
「
云
」
に
作
る
。
『
校
勘
記
』
に
従
い
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、「
廟
は
殯
す
る
所
の
宮
な
り
」
と
は
、
殯
の
在
る
所
を
以
て
、

故
に
謂
ひ
て
廟
と
為
す
な
り
。
「
牆
は
裳
帷
な
り
」
と
云
ふ
は
、
鄭
、
是
れ
宮

牆
な
ら
ん
の
嫌
を
恐
れ
、
故
に
「
牆
は
裳
帷
な
り
」
と
云
ふ
な
り
。
棺
を
飾
る

の
物
を
以
て
牆
と
称
す
①
。
門
は
是
れ
入
る
に
門
自
り
す
る
な
り
②
。
「
殯
す

る
所
に
適
く
は
、
両
楹
の
間
に
在
り
」
と
云
ふ
は
、
死
す
る
に
外
に
在
り
て
来

た
る
を
以
て
、
故
に
両
楹
の
間
に
殯
す
る
な
り
。
「
輤
を
去
り
て
乃
ち
廟
門
に

入
る
は
、
其
の
入
る
に
自
か
ら
宮
室
有
る
を
以
て
な
り
」
と
云
ふ
は
、
経
の
輤

を
去
り
て
乃
ち
入
る
所
以
の
意
を
解
す
。
輤
は
乃
ち
棺
上
を
覆
ひ
、
宮
室
に
象

る
。
今
之
に
入
り
て
宮
室
有
り
、
故
に
輤
を
去
る
な
り
。
裳
帷
を
去
ら
ざ
る
は
、

礼記注疏訳注稿（十三）―雑記上第二十（一）―（末永）
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裳
帷
は
棺
を
鄣
（
さ
え
ぎ
）
る
を
以
て
、
未
だ
去
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
「
凡

そ
柩
の
外
自
り
来
た
る
者
、
棺
を
両
楹
の
間
に
正
す
」
と
云
ふ
は
、
按
ず
る
に

『
公
羊
』
定
元
年
癸
亥
、
公
の
喪
、
至
る
に
乾
侯
自
り
し
、
棺
を
両
楹
の
間
に

正
し
、
然
る
後
に
即
位
す
③
。
鄭
是
れ
を
以
て
之
を
推
さ
ば
、
則
ち
尸
の
外
自

り
来
た
る
者
も
、
亦
た
両
楹
の
間
に
停
（
と
ど
）
む
る
を
知
る
、
故
に
「
尸
も

亦
た
之
を
此
に
侇
す
は
、
皆
な
殯
す
る
に
因
る
。
」
「
異
な
る
は
、
柩
は
入
る

に
闕
自
り
し
、
升
る
に
西
階
自
り
す
。
尸
は
入
る
に
門
自
り
し
、
升
る
に
阼
階

自
り
す
」
と
云
ふ
は
、
皆
な
曾
子
問
文
④
。
「
之
を
中
に
留
む
る
は
、
遠
ざ
く

る
に
忍
び
ざ
れ
ば
な
り
」
と
云
ふ
は
、
周
人
、
客
位
に
殯
す
る
に
⑤
、
今
両
楹

の
間
に
殯
す
る
を
以
て
、
是
れ
之
を
遠
ざ
く
る
に
忍
び
ざ
る
な
り
⑥
。

①
『
儀
礼
』
既
夕
記
「
巾
奠
乃
牆
」
注4

1
-
1
2
a
9

に
「
牆
、
飾
柩
也
」
と

あ
る
。

②
句
頭
に
脱
文
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
経
文
で
「
於
廟
（
外
）
」
で

は
な
く
、
そ
こ
に
「
門
」
と
付
け
加
え
て
あ
る
の
は
、
宮
牆
を
毀
ち
て

入
る
の
で
は
な
く
、
門
か
ら
入
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
『
春
秋
公
羊
伝
』
定
公
元
年2

5
-
5
b

「
夏
六
月
癸
亥
、
公
之
喪
至
自
乾

侯
。
戊
辰
、
公
即
位
。
癸
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
、
則
曷
爲
以
戊
辰
之

日
、
然
後
即
位
。
正
棺
於
兩
楹
之
間
、
然
後
即
位
。
子
沈
子
曰
、
定
君

乎
國
、
然
後
即
位
。
」
な
お
『
春
秋
穀
梁
伝
』
定
公
元
年1

9
-
2
b

も
同
じ

解
釈
を
与
え
て
い
る
が
「
何
爲
戊
辰
之
日
然
後
即
位
也
。
正
君
乎
國
、

然
後
即
位
也
。
沈
子
曰
、
正
棺
乎
兩
楹
之
間
、
然
後
即
位
也
」
と
、
『
公

羊
伝
』
の
沈
子
言
を
伝
文
と
し
、
公
羊
伝
文
を
沈
子
言
と
し
て
い
る
。

昭
公
は
前
年
の
十
二
月
己
未
に
乾
侯
で
薨
じ
て
お
り
、
納
棺
さ
れ
た
遺

体
が
夏
六
月
癸
亥
に
帰
国
し
、
諸
侯
が
死
後
に
殯
を
行
う
期
日
で
あ
る

五
日
を
経
て
（
『
礼
記
』
王
制1

2
-
1
0
b

「
諸
侯
五
日
而
殯
」
参
照
）
、
戊

辰
の
日
に
定
公
は
即
位
し
て
い
る
。

『
儀
礼
』
士
喪
礼3

6
-
1
3
a

の
小
斂
の
部
分
で
「
設
牀
笫
于
兩
楹
之
閒
。

…1
4
a

士
舉
、
男
女
奉
尸
、
侇
于
堂
。
」
注1

4
a
1
0

「
堂
、
謂
楹
閒
牀
笫
上

也
。
今
文
侇
作
夷
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戸
内
で
小
斂
し
た
後
に
尸
を
両

楹
の
間
に
移
す
の
が
通
常
の
喪
礼
で
あ
る
が
（
な
お
『
春
秋
左
氏
伝
』

定
公
元
年
疏5

4
-
6
a
3

は
、
諸
侯
礼
と
し
て
『
礼
記
』
喪
大
記4

4
-
1
0
a

の

「
（
既
小
斂
）
男
女
奉
尸
、
夷
于
堂
」
を
引
く
が
、
そ
の
疏1

0
a
1
0

で
は

こ
れ
を
士
礼
と
し
て
い
る
）
、
鄭
玄
は
『
公
羊
伝
』「
正
棺
於
兩
楹
之
間
」

の
「
正
棺
」
を
殯
す
る
こ
と
と
解
し
て
、
尸
柩
が
外
よ
り
帰
還
し
た
場

合
の
特
例
と
見
て
い
る
。

④
上
の
注
の
部
分
の
注
②
参
照
。

⑤
各
代
の
殯
所
に
つ
い
て
は
『
礼
記
』
檀
弓
上7

-
1
2
b

「
夏
后
氏
殯
於
東

階
之
上
、
則
猶
在
阼
也
。
殷
人
殯
於
兩
楹
之
間
、
則
與
賓
主
夾
之
也
。

周
人
殯
於
西
階
之
上
、
則
猶
賓
之
也
」
参
照
。
「
殯
於
客
位
」
の
表
現
は

下
注
参
照
。

⑥
喪
礼
に
お
い
て
、
遺
体
が
室
内
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
『
礼
記
』
檀
弓
上7

-
1
9
a

「
子
游
曰
、
飯
於
牖
下
、
小
斂
於
戸
内
、

大
斂
於
阼
、
殯
於
客
位
、
祖
於
庭
、
葬
於
墓
、
所
以
即
遠
也
。
」
同
・
坊

記5
1
-
2
0
a

「
子
云
、
賓
禮
毎
進
以
讓
、
喪
禮
毎
加
以
遠
。
浴
於
中
霤
、

飯
於
牖
下
、
小
斂
於
戸
内
、
大
斂
於
阼
、
殯
於
客
位
、
祖
於
庭
、
葬
於
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墓
、
所
以
示
遠
也
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
廟
は
殯
す
る
所
の
宮
な
り
」
と
は
、
殯
の
置
か
れ
た
場
所

で
あ
る
の
で
、
（
そ
れ
を
神
聖
化
し
て
）
「
廟
」
と
呼
ん
だ
の
だ
。
「
牆
は
裳
帷

な
り
」
と
言
う
の
は
、
鄭
玄
は
、
こ
れ
が
宮
牆
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
誤
解
さ

れ
る
の
を
恐
れ
て
、
「
牆
は
裳
帷
の
こ
と
」
と
言
っ
た
の
だ
。
棺
を
飾
る
物
を

「
牆
」
と
呼
ぶ
の
だ
。
（
経
文
に
）
「
門
」
と
言
う
の
は
門
か
ら
入
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
だ
。
「
殯
す
る
所
に
適
く
は
、
両
楹
の
間
に
在
り
」
と
言
う
の

は
、
外
地
で
死
亡
し
て
帰
り
来
た
の
で
、
（
客
位
で
は
な
く
）
両
楹
の
間
に
殯

す
る
の
だ
。
「
輤
を
去
り
て
乃
ち
廟
門
に
入
る
は
、
其
の
入
る
に
自
か
ら
宮
室

有
る
を
以
て
な
り
」
と
言
う
の
は
、
経
文
で
「
輤
」
を
取
り
去
っ
て
か
ら
（
廟

門
に
）
入
る
理
由
を
解
し
た
も
の
だ
。
「
輤
」
と
は
棺
上
を
覆
っ
て
、
宮
室
に

象
っ
た
も
の
。
今
、
（
廟
門
を
）
入
れ
ば
（
本
物
の
）
宮
室
が
あ
る
か
ら
、
（
宮

室
を
象
っ
た
）
「
輤
」
を
取
り
去
る
の
だ
。
「
裳
帷
」
を
取
り
去
ら
な
い
の
は
、

「
裳
帷
」
は
棺
を
（
人
々
の
視
線
か
ら
）
さ
え
ぎ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ

取
り
去
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
「
凡
そ
柩
の
外
自
り
来
た
る
者
、
棺
を

両
楹
の
間
に
正
す
」
と
言
う
の
は
、
思
う
に
『
春
秋
公
羊
伝
』
定
公
元
年
に
、

（
六
月
の
）
癸
亥
に
昭
公
の
柩
が
（
晋
の
）
乾
侯
か
ら
帰
還
し
、
そ
の
棺
を
両

楹
の
間
に
安
置
し
、
そ
の
後
に
（
定
公
）
は
即
位
し
た
、
と
あ
る
。
鄭
玄
は
こ

こ
か
ら
類
推
し
て
、
（
ま
だ
納
棺
し
て
い
な
い
）
「
尸
」
が
外
地
か
ら
帰
還
し

た
場
合
も
、
両
楹
の
間
に
留
め
置
く
と
知
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
「
尸
も
こ
れ
を

こ
こ
に
移
し
置
く
の
は
、
み
な
殯
を
行
う
が
た
め
で
あ
る
」
と
言
う
の
だ
。「
異

な
る
は
、
柩
は
入
る
に
闕
自
り
し
、
升
る
に
西
階
自
り
す
。
尸
は
入
る
に
門
自

り
し
、
升
る
に
阼
階
自
り
す
」
と
言
う
の
は
、
み
な
『
礼
記
』
曾
子
問
篇
の
文

で
あ
る
。
「
之
を
中
に
留
む
る
は
、
遠
ざ
く
る
に
忍
び
ざ
れ
ば
な
り
」
と
言
う

の
は
、
周
人
は
、
（
西
階
上
の
）
客
位
に
殯
す
る
の
に
、
今
、
（
通
常
で
あ
れ

ば
小
斂
後
に
尸
を
移
す
）
両
楹
の
間
に
殯
す
る
こ
と
か
ら
、
（
他
地
で
亡
く
な

っ
た
遺
体
を
）
遠
ざ
け
る
の
に
忍
び
な
い
と
し
た
の
だ
。

【
経
】
（
三
葉
裏
二
行
）

○
大
夫
士
死
於
道
、
則
升
其
乘
車
之
左
轂
、
以
其
綏
復
。
如
於
館
死
、
則
其
復

如
於
家
。

［
書
き
下
し
文
］

○
大
夫
士
道
に
死
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
乗
車
の
左
轂
に
升
り
、
其
の
綏
を
以
て

復
す
。
如
し
館
に
於
て
死
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
復
す
る
こ
と
家
に
於
け
る
が
如

く
す
。

［
現
代
語
訳
］

○
大
夫
士
が
道
中
に
亡
く
な
れ
ば
、
そ
の
乗
車
の
左
に
轂
に
升
っ
て
、
そ
の

「
綏
」
を
用
い
て
復
を
す
る
。
も
し
公
館
で
亡
く
な
れ
ば
、
（
国
内
の
）
家
で

す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
復
を
す
る
。

【
注
】
（
三
葉
裏
四
行
）

綏
、
亦
緌
也
。
大
夫
復
於
家
以
玄
冕
、
士
以
爵
弁
服
。

［
書
き
下
し
文
］

綏
、
亦
た
緌
な
り
。
大
夫
家
に
復
す
る
に
玄
冕
を
以
て
し
①
、
士
は
爵
弁
服
を

以
て
す
②
。
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①
『
礼
記
』
喪
大
記4

4
-
3
b

で
復
に
用
い
る
服
を
規
定
す
る
部
分
に
「
大

夫
以
玄
赬
、
…
士
以
爵
弁
」
と
あ
り
、
そ
の
注3

b
6

に
「
復
用
死
者
之
祭

服
、
以
其
求
於
神
也
。
…3

b
7

赬
、
赤
也
。
玄
衣
赤
裳
、
所
謂
卿
大
夫
自

玄
冕
而
下
之
服
也
」
と
あ
る
。
こ
の
注
の
「
所
謂
」
以
下
は
『
周
礼
』

春
官
・
司
服2

1
-
1
3
a

の
引
用
で
、「
玄
冕
」
は
大
夫
の
「
助
祭
之
服
」（
司

服
注1

3
a
8

、
ま
た
『
礼
記
』
雑
記
上4

1
-
9
a

「
大
夫
冕
而
祭
於
公
」
参
照
）
。

②
『
儀
礼
』
士
喪
礼3

5
-
2
a

「
復
者
一
人
、
以
爵
弁
服
。
」
注2

a
9

「
爵
弁

服
、
純
衣
纁
裳
也
。
禮
以
冠
名
服
。
」
そ
の
疏3

a
3

で
も
「
士
用
爵
弁
者
、

案
雜
記4

1
-
9
a

云
、
「
士
弁
而
祭
於
公
、
冠
而
祭
於
己
、
」
是
士
服
爵
弁
助

祭
於
君
、
玄
冠
自
祭
於
家
廟
。
士
復
用
助
祭
之
服
、
則
諸
侯
以
下
、
皆

用
助
祭
之
服
可
知
」
と
復
に
「
助
祭
之
服
」
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

こ
の
「
綏
」
字
も
ま
た
「
緌
」
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。
大
夫
が
家
で
復
を
行
う

場
合
に
は
「
玄
冕
」
を
用
い
、
士
は
「
爵
弁
服
」
を
用
い
る
。

【
経
】
（
三
葉
裏
四
行
）

大
夫
以
布
爲
輤
而
行
、
至
於
家
而
説
輤
、
載
以
輲
車
、
入
自
門
。
至
於
阼
階
下

而
説
車
、
舉
自
阼
階
、
升
適
所
殯
。

［
書
き
下
し
文
］

大
夫
は
布
を
以
て
輤
と
為
し
て
行
き
、
家
に
至
り
て
輤
を
説
き
、
載
す
る
に
輲

車
①
を
以
て
し
て
、
入
る
に
門
自
り
す
。
阼
階
の
下
に
至
り
て
車
よ
り
説
き
、

挙
ぐ
る
に
阼
階
自
り
し
、
升
り
て
殯
す
る
所
に
適
く
。

①
「
輲
車
」
の
語
は
三
礼
で
は
こ
こ
に
し
か
現
れ
な
い
。

［
現
代
語
訳
］

大
夫
は
（
染
め
て
い
な
い
白
い
）
布
を
用
い
て
「
輤
」
を
作
っ
て
帰
還
し
、
家

に
至
れ
ば
「
輤
」
は
取
り
外
す
が
、
「
輲
車
」
に
は
乗
せ
た
ま
ま
で
、
門
か
ら

入
る
。
阼
階
の
下
に
至
っ
て
車
か
ら
（
遺
体
を
）
降
ろ
し
、（
遺
体
を
堂
上
に
）

挙
げ
る
の
に
阼
階
か
ら
升
っ
て
殯
す
る
所
に
行
く
。

【
注
】
（
三
葉
裏
六
行
）

大
夫
輤
言
用
布
、
白
布
不
染
也
。
言
輤
者
、
達
名
也
。
不
言
裳
帷
、
俱
用
布
、

無
所
別
也
。
至
門
亦
説
輤
乃
入
。
言
載
以
輲
車
入
自
門
、
明
車
不
易
也
。
輲
讀

爲
輇
、
或
作
槫
。
許
氏
説
文
解
字
曰
、
有
輻
曰
輪
、
無
輻
曰
輇
。
周
禮
又
有
蜃

車
、
天
子
以
載
柩
。
蜃
輇
聲
相
近
、
其
制
同
乎
。
輇
崇
、
盖
半
乘
車
之
輪
。
諸

侯
言
不
毀
牆
、
大
夫
士
言
不
易
車
、
互
相
明
也
。
不
易
者
、
不
易
以
輴
①
也
。

廟
中
有
載
柩
以
輴
之
禮
、
此
不
耳
。

①
底
本
は
「
輴
」
を
「
楯
」
に
誤
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

大
夫
の
輤
の
布
を
用
ふ
と
言
ふ
は
、
白
布
の
染
め
ざ
る
な
り
。
輤
と
言
ふ
は
、

達
名
な
り
。
裳
帷
を
言
は
ざ
る
は
、
俱
に
布
を
用
ひ
て
、
別
（
わ
か
）
つ
所
無

け
れ
ば
な
り
。
門
に
至
り
て
亦
た
輤
を
説
き
て
乃
ち
入
る
。
載
す
る
に
輲
車
を

以
て
し
て
、
入
る
に
門
自
り
す
と
言
は
ば
、
明
け
し
車
の
易
へ
ざ
る
こ
と
。「
輲
」

は
読
み
て
輇
と
為
す
、
或
は
「
槫
」
に
作
る
①
。
許
氏
『
説
文
解
字
』
に
曰
く
、

「
輻
有
る
を
輪
と
曰
ひ
、
輻
無
き
を
輇
と
曰
ふ
」
と
②
。
『
周
礼
』
又
た
蜃
車

有
り
、
天
子
以
て
柩
を
載
す
。
「
蜃
」
「
輇
」
声
相
ひ
近
し
、
其
の
制
同
じ
き

か
。
輇
の
崇
（
た
か
さ
）
、
盖
し
乗
車
の
輪
に
半
（
な
か
）
ば
す
。
諸
侯
に
牆
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を
毀
た
ず
と
言
ひ
、
大
夫
士
に
車
を
易
へ
ず
と
言
ふ
は
、
互
に
相
ひ
明
ら
む
る

な
り
。
「
易
へ
ず
」
と
は
、
易
ふ
る
に
輴
を
以
て
せ
ざ
る
な
り
。
廟
中
に
柩
を

載
す
る
に
輴
を
以
て
す
る
の
礼
有
り
、
此
れ
不
（
し
か
せ
）
ざ
る
の
み
。

①
『
校
勘
記
』2

a

は
斉
召
南
の
説
を
引
い
て
「
齊
召
南
云
、
按
『
周
禮
』

遂
師
注
（1

5
-
2
1
a
3

）
云
、
「
蜃
、
禮
記
或
作
槫
、
或
作
輇
。
」
賈
疏
引
此

注
（2

1
b
7

）
曰
、「
輲
讀
爲
輇
、
或
作
輇
、
」
是
賈
所
見
禮
記
注
本
異
也
。

『
儀
禮
』
既
夕
記
（4

1
-
1
4
a

）
「
納
車
於
階
間
。
」
注
（1

4
b
1

）
云
、
「
周

禮
謂
之
蜃
車
、
雜
記
謂
之
團
、
或
作
輇
、
或
作
槫
、
聲
讀
皆
相
附
耳
、

未
聞
孰
正
。
」
是
鄭
所
見
本
不
同
也
」
と
言
う
。
こ
こ
に
見
え
る
遂
師
注
、

既
夕
記
注
に
よ
れ
ば
、
鄭
玄
が
見
た
テ
キ
ス
ト
に
は
こ
の
「
輲
」
を
「
團
」

「
輇
」
「
槫
」
に
作
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
遂
師
疏1

5

-
2
1
b
8

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
礼
記
』
喪
大
記4

5
-
2
3
b

に
「
士
葬
用
國

車
」
と
あ
り
、
鄭
玄2

3
b
8

は
「
輇
字
或
作
團
、
是
以
文
（
→
又
）
誤
爲

國
。
」
と
こ
れ
も
「
輇
車
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
團
」
を
「
國
」
に
誤
っ

た
も
の
と
す
る
。

②
『
説
文
解
字
』
車
部1
4
s
4
6
a

「
輪
、
有
輻
曰
輪
、
無
幅
曰
輇
。
」

［
現
代
語
訳
］

大
夫
の
場
合
、
「
輤
」
に
布
を
用
い
る
と
言
う
の
は
、
染
め
て
い
な
い
白
い
布

（
を
用
い
る
の
）
で
あ
る
。
（
「
輤
」
は
本
来
、
赤
を
含
意
す
る
が
、
白
布
を

用
い
て
も
、
こ
れ
を
）
「
輤
」
と
言
う
の
は
、
（
「
輤
」
が
殯
に
向
か
う
棺
飾
り

の
）
通
称
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
諸
侯
の
場
合
と
異
な
り
）
裳
帷
に
つ
い
て
言
及

が
な
い
の
は
、
と
も
に
布
を
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、
（
「
輤
」
と
）
区
別
す
べ

き
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
大
夫
の
場
合
も
）
ま
た
門
に
至
っ
て
「
輤
」

を
取
り
去
っ
て
か
ら
（
門
内
に
）
入
る
の
だ
。
「
輲
車
」
に
載
せ
て
、
門
か
ら

入
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
（
門
に
入
る
に
際
し
て
）
車
を
易
え
な
い
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。
「
輲
」
字
は
「
輇
」
に
読
む
。
「
槫
」
字
に
作
る
テ
キ
ス
ト

も
あ
る
。
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
で
は
、
「
「
輻
」
（
ス
ポ
ー
ク
）
が
あ
る
の
を

「
輪
」
と
呼
び
、
「
輻
」
が
な
い
の
を
「
輇
」
と
呼
ぶ
」
と
言
っ
て
い
る
。
『
周

礼
』
に
は
さ
ら
に
「
蜃
車
」
が
あ
っ
て
、
天
子
の
場
合
は
こ
れ
に
「
柩
」
を
載

せ
る
。
「
蜃
」
「
輇
」
は
発
音
が
近
い
か
ら
、
こ
れ
ら
（
「
蜃
車
」
と
「
輇
車
」

＝
「
輲
車
」
）
の
制
度
も
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
「
輇
」
の
輪
高
は
、
お
そ
ら
く

乗
車
の
輪
の
半
分
で
あ
ろ
う
。
諸
侯
に
は
「
牆
を
毀
た
ず
」
と
言
い
、
大
夫
士

に
は
「
車
を
易
へ
ず
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
相
互
に
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
（
あ
り
、
諸
侯
も
車
を
易
え
ず
、
大
夫
士
も
牆
を
毀
た
な
い
の
で
）
あ

る
。
「
易
へ
ず
」
と
は
、
「
輴
」
に
乗
せ
換
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
廟
中
で

「
輴
」
に
「
柩
」
を
載
せ
る
礼
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
（
外
地
で
亡
く
な
っ
て

通
常
と
異
な
る
の
で
）
そ
う
し
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

【
疏
】
（
四
葉
表
一
行
）

○
正
義
曰
、
此
一
經
明
大
夫
車
飾
也
。
○
大
夫
以
布
爲
輤
者
、
以
白
布
爲
輤
。

不
以
蒨
草
染
之
、
亦
言
輤
者
、
通
名
耳
、
是
輤
有
①
櫬
近
之
義
也
。
○
載
以
輲

車
者
、
大
夫
初
死
及
至
家
、
皆
以
輲
車
。
今
至
家
説
輤
、
唯
輲
車
在
、
故
云
載

以
輲
車
。
○
入
自
門
至
於
阼
階
下
而
説
車
者
、
謂
説
去
其
車
矣
。
○
舉
自
阼
階

升
適
所
殯
者
、
謂
舉
自
阼
階
下
、
而
升
適
兩
楹
之
間
所
殯
之
處
。
此
云
升
適
阼

階
、
謂
尸
矣
。
若
柩
則
升
自
西
階
。

①
底
本
は
「
有
輤
」
に
作
る
。『
校
勘
記
』
引
く
山
井
鼎
説
に
従
い
乙
す
。

礼記注疏訳注稿（十三）―雑記上第二十（一）―（末永）
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［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
の
一
経
、
大
夫
の
車
飾
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
○
「
大

夫
、
布
を
以
て
輤
と
為
す
」
と
は
、
白
布
を
以
て
輤
と
為
す
な
り
。
蒨
草
を
以

て
之
を
染
め
ず
し
て
、
亦
た
「
輤
」
と
言
ふ
は
、
通
名
な
る
の
み
、
是
れ
輤
に

櫬
近
の
義
有
り
。
○
「
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
は
、
大
夫
初
め
て
死
し

て
家
に
至
る
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
な
輲
車
を
以
て
す
。
今
、
家
に
至
り
て
輤
を
説

き
、
唯
だ
輲
車
在
る
の
み
、
故
に
「
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
云
ふ
。
○

「
入
る
に
門
自
り
し
、
阼
階
の
下
に
至
り
て
車
よ
り
説
く
」
と
は
、
其
の
車
よ

り
説
き
去
る
を
謂
ふ
。
○
「
挙
ぐ
る
に
阼
階
自
り
し
、
升
り
て
殯
す
る
所
に
適

く
」
と
は
、
挙
ぐ
る
に
阼
階
の
下
自
り
し
て
、
升
り
て
両
楹
の
間
①
、
殯
す
る

所
の
処
に
適
く
を
謂
ふ
。
此
に
阼
階
よ
り
升
り
適
く
と
云
ふ
は
、
尸
を
謂
ふ
。

若
し
柩
な
れ
ば
則
ち
升
る
に
西
階
自
り
す
②
。

①
上
の
諸
侯
の
場
合
と
同
じ
く
殯
所
を
「
両
楹
の
間
」
と
し
て
い
る
が
、

外
地
で
死
亡
し
た
士
大
夫
の
殯
所
に
つ
い
て
明
文
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。

②
上
の
諸
侯
の
場
合
に
お
け
る
鄭
注3

a
3

参
照
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
経
は
、
大
夫
の
車
飾
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
○
「
大
夫
、
布
を
以
て
輤
と
為
す
」
と
は
、
白
布
を
用
い
て
「
輤
」

を
作
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
蒨
草
」
を
用
い
て
こ
れ
を
（
赤
色
に
）
染
め
な
い

の
に
、
ま
た
「
輤
」
と
言
う
の
は
、
（
「
輤
」
が
殯
に
向
か
う
車
飾
の
）
通
称

だ
か
ら
で
あ
り
、（
こ
れ
が
こ
の
通
称
と
な
る
の
は
）「
輤
」
に
は
（
ま
た
）「
櫬

近
」
（
す
な
わ
ち
「
棺
に
近
い
も
の
」
）
と
い
う
意
味
が
あ
る
か
ら
だ
。
○
「
載

す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
は
、
大
夫
が
亡
く
な
っ
た
当
初
か
ら
家
に
至
る
ま

で
、（
そ
の
棺
は
）
ず
っ
と
「
輲
車
」
に
載
せ
て
い
る
。
今
、
家
に
至
っ
て
「
輤
」

を
取
り
外
し
て
し
ま
え
ば
、
た
だ
「
輲
車
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
載

す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
表
現
し
た
の
だ
。
○
「
入
る
に
門
自
り
し
、
阼
階

の
下
に
至
り
て
車
よ
り
説
く
」
と
は
、
（
阼
階
の
下
で
）
こ
の
車
か
ら
（
遺
体

を
）
下
ろ
す
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。
○
「
挙
ぐ
る
に
阼
階
自
り
し
、
升
り
て

殯
す
る
所
に
適
く
」
と
は
、
阼
階
の
下
か
ら
（
遺
体
を
）
挙
げ
、
（
阼
階
を
）

升
っ
て
両
楹
の
間
、
す
な
わ
ち
殯
す
る
場
所
に
行
く
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。

こ
こ
で
「
阼
階
よ
り
升
り
適
く
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
（
棺
に
納
め
て
い
な

い
）
「
尸
」
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
だ
。
も
し
（
納
棺
後
の
）
「
柩
」
で
あ
れ

ば
西
階
か
ら
升
る
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
四
葉
表
四
行
）

○
正
義
曰
、
云
白
布
不
染
也
者
、
以
經
云
用
布
、
故
知
白
布
不
染
。
下
經
士
輤

葦
席
以
爲
屋
、
蒲
席
以
爲
裳
帷
。
以
諸
侯
爲
裳
帷
、
則
知
大
夫
亦
有
裳
帷
、
俱

用
布
耳
。
云
言
輤
者
達
名
也
者
、
既
不
用
蒨
草
染
之
、
而
言
輤
者
、
輤
是
櫬
近

之
義
、
通
達
於
下
、
是
大
夫
與
士
、
皆
有
櫬
近
之
名
也
。
云
至
門
亦
説
輤
乃
入

言
載
以
輲
車
入
自
門
明
車
不
易
也
者
、
鄭
以
經
云
至
於
家
而
説
輤
載
以
輲
車
、

恐
至
家
乃
載
以
輴
車
、
故
云
明
車
不
易
。
上
云
不
毀
牆
遂
入
、
不
云
車
不
易
、

此
云
載
以
輲
車
、
明
車
亦
不
易
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
白
布
の
染
め
ざ
る
な
り
」
と
云
ふ
は
、
経
に
布
を
用
ふ
と

云
ふ
を
以
て
、
故
に
白
布
の
染
め
ざ
る
を
知
る
。
下
経
（5

a

）
に
「
士
の
輤
は
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葦
席
以
て
屋
と
為
し
、
蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
」
と
。
諸
侯
も
裳
帷
を
為
る
を

以
て
、
則
ち
大
夫
も
亦
た
裳
帷
有
る
を
知
る
、
俱
に
布
を
用
ふ
る
の
み
。
「
輤

と
言
ふ
は
達
名
な
り
」
と
云
ふ
は
、
既
に
蒨
草
を
用
ひ
て
之
を
染
め
ず
し
て
、

輤
と
言
ふ
は
、
輤
は
是
れ
櫬
近
の
義
、
通
じ
て
下
に
達
す
、
是
れ
大
夫
と
士
と
、

皆
な
櫬
近
の
名
有
る
な
り
。
「
門
に
至
り
て
亦
た
輤
を
説
き
乃
ち
入
る
は
、
載

す
る
に
輲
車
を
以
て
し
、
入
る
に
門
自
り
す
る
を
言
ふ
、
明
け
し
車
の
易
へ
ざ

る
こ
と
」
と
云
ふ
は
、
鄭
、
経
に
「
家
に
至
り
て
輤
を
説
き
、
載
す
る
に
輲
車

を
以
て
す
」
と
云
ふ
を
以
て
、
家
に
至
れ
ば
乃
ち
載
す
る
に
輴
車
を
以
て
す
る

を
恐
れ
、
故
に
「
明
け
し
車
の
易
へ
ざ
る
こ
と
」
と
云
ふ
。
上
に
「
牆
を
毀
た

ず
し
て
遂
に
入
る
」
と
云
ひ
、
車
の
易
へ
ざ
る
を
云
は
ざ
る
も
、
此
に
「
載
す

る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
云
は
ば
、
明
け
し
車
も
亦
た
易
へ
ざ
る
こ
と
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
白
布
の
染
め
ざ
る
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
経
文
に

「
布
を
用
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
（
用
い
る
の
が
）
染
め
て
い
な
い

白
布
で
あ
る
と
わ
か
る
の
だ
。
経
の
下
文
に
「
士
の
輤
は
葦
席
以
て
屋
と
為
し
、

蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
」
と
あ
り
（
士
に
「
裳
帷
」
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
）

諸
侯
も
「
裳
帷
」
を
設
け
る
こ
と
か
ら
、
大
夫
に
も
ま
た
「
裳
帷
」
が
あ
る
と

わ
か
る
の
だ
。
（
大
夫
の
場
合
、
「
輤
」
と
）
同
じ
く
布
を
用
い
る
（
か
ら
、

経
文
で
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
）
の
で
あ
る
。
「
輤
と
言
ふ
は
達
名
な
り
」

と
言
う
の
は
、「
蒨
草
」
を
用
い
て
こ
れ
を
（
赤
色
に
）
染
め
て
い
な
い
の
に
、

（
こ
れ
も
）
「
輤
」
と
言
う
の
は
、
「
輤
」
に
は
「
櫬
近
」
（
す
な
わ
ち
「
棺
に

近
い
も
の
」
）
と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
（
こ
の
意
味
は
）
下
位
の
も
の
に
も

通
用
す
る
。
そ
れ
で
大
夫
と
士
（
の
棺
飾
り
に
）
に
も
、
み
な
「
櫬
近
」
（
の

意
味
を
持
つ
「
輤
」
）
の
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
「
門
に
至
り
て
亦
た

輤
を
説
き
乃
ち
入
る
は
、
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
し
、
入
る
に
門
自
り
す
る
を

言
ふ
、
明
け
し
車
の
易
へ
ざ
る
こ
と
」
と
言
う
の
は
、
経
文
に
「
家
に
至
り
て

輤
を
説
き
、
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
言
っ
て
い
る
も
の
の
、
（
廟
内
で

遺
体
を
「
輴
車
」
に
安
置
す
る
礼
が
あ
る
の
で
、
）
家
に
至
れ
ば
「
輴
車
」
に

乗
せ
換
え
る
と
誤
解
さ
れ
る
の
を
鄭
玄
は
恐
れ
て
、
そ
こ
で
「
明
け
し
車
の
易

へ
ざ
る
こ
と
」
と
言
っ
た
の
だ
。
（
諸
侯
に
つ
い
て
述
べ
る
）
上
文
で
は
「
牆

を
毀
た
ず
し
て
遂
に
入
る
」
と
だ
け
言
っ
て
、
車
を
易
え
な
い
こ
と
を
言
っ
て

は
い
な
い
が
、
こ
こ
で
（
大
夫
に
つ
い
て
）
「
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
（
家
の
門
に
入
る
に
際
し
て
、
諸
侯
の
）
車
も

ま
た
易
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
：
つ
づ
き
）
】
（
四
葉
表
七
行
）

云
輲
讀
爲
輇
或
作
槫
者
、
言
經
之
輲
字
當
讀
爲
車
旁
之
全
、
或
禮
記
諸
本
、
此

用
輲
車
作
木
旁
專
字
者
。
云
許
氏
説
文
解
字
曰
有
輻
曰
輪
無
輻
曰
輇
者
、
有
輻

謂
別
施
木
爲
輻
、
無
輻
謂
合
大
木
爲
之
、
不
施
輻
曰
輇
。
云
周
禮
又
有
蜃
車
天

子
以
載
柩
者
、
按
周
禮
遂
師
職
、
共
蜃
車
之
役
、
是
天
子
以
載
柩
也
。
云
蜃
輇

聲
相
近
其
制
同
乎
者
、
言
天
子
蜃
車
、
與
此
大
夫
輇
車
、
聲
既
相
近
、
其
制
宜

同
、
故
云
其
制
同
乎
。
云
輇
崇
盖
半
乘
車
之
輪
者
、
此
無
文
證
、
以
其
蜃
類
、

盖
迫
地
而
行
、
其
輪
宜
卑
、
故
疑
半
乘
車
之
輪
。
盖
、
疑
辭
矣
。
周
禮
考
工
記
、

乘
車
之
輪
六
尺
有
六
寸
。
今
云
半
之
、
得
三
尺
三
寸
也
。
云
諸
侯
言
不
毀
牆
大

夫
士
言
不
易
車
互
相
明
也
者
、
諸
侯
言
不
毀
牆
、
則
大
夫
亦
不
毀
牆
。
大
夫
士

言
不
易
車
、
明
諸
侯
亦
不
易
車
。
云
不
易
者
不
易
以
輴
也
者
、
謂
大
夫
士
在
路
、

礼記注疏訳注稿（十三）―雑記上第二十（一）―（末永）



150

載
以
輲
車
、
至
家
説
載
、
亦
載
以
輲
車
、
是
不
易
以
輴
也
。
若
天
子
諸
侯
、
載

柩
以
蜃
車
、
至
門
亦
以
蜃
車
。
其
殯
時
、
則
易
之
以
輴
也
。
云
廟
中
有
載
柩
以

輴
車
之
禮
此
不
耳
者
、
謂
天
子
諸
侯
、
殯
時
用
輴
、
又
天
子
諸
侯
及
大
夫
朝
廟

之
時
、
有
用
輴
車
載
柩
之
禮
。
此
喪
從
外
來
、
大
夫
士
不
合
用
輴
、
故
云
此
不

耳
。

［
書
き
下
し
文
］

「
輲
読
み
て
輇
と
為
す
、
或
は
槫
に
作
る
」
と
云
ふ
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
経
の

「
輲
」
字
当
に
読
み
て
車
旁
の
全
と
為
す
べ
し
、
或
は
礼
記
の
諸
本
、
此
の
輲

車
を
用
て
す
る
を
木
旁
の
専
字
に
作
る
者
あ
り
。
「
許
氏
説
文
解
字
に
曰
く
、

輻
有
る
を
輪
と
曰
ひ
、
輻
無
き
を
輇
と
曰
ふ
」
と
云
ふ
は
、
輻
有
る
は
別
に
木

を
施
し
て
輻
と
為
す
を
謂
ひ
、
輻
無
き
は
大
木
を
合
し
て
之
を
為
り
、
輻
を
施

さ
ざ
る
を
輇
と
曰
ふ
を
謂
ふ
。「
周
礼
又
た
蜃
車
有
り
、
天
子
以
て
柩
を
載
す
」

と
云
ふ
は
、
按
ず
る
に
『
周
礼
』
遂
師
職
（1
5
-
2
1
a

）
に
、
「
蜃
車
の
役
に
共

す
」
と
、
是
れ
天
子
以
て
柩
を
載
す
る
な
り
。
「
蜃
輇
声
相
ひ
近
く
、
其
の
制

同
じ
き
か
」
と
云
ふ
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
天
子
の
蜃
車
と
、
此
の
大
夫
の
輇
車

と
、
声
既
に
相
ひ
近
け
れ
ば
、
其
の
制
宜
し
く
同
じ
か
る
べ
し
、
故
に
「
其
の

制
同
じ
き
か
」
と
云
ふ
。「
輇
の
崇
さ
盖
し
乗
車
の
輪
に
半
ば
す
」
と
云
ふ
は
、

此
れ
文
の
証
す
る
無
き
も
、
其
れ
蜃
の
類
、
盖
し
地
に
迫
り
て
行
か
ば
、
其
の

輪
宜
し
く
卑
か
る
べ
き
を
以
て
、
故
に
乗
車
の
輪
に
半
ば
す
か
と
疑
ふ
。「
盖
」

は
、
疑
辞
な
り
。
『
周
礼
』
考
工
記
に
、
乗
車
の
輪
は
六
尺
有
六
寸
な
り
、
と

①
。
今
之
を
半
ば
に
す
と
云
は
ば
、
三
尺
三
寸
を
得
た
り
。
「
諸
侯
に
牆
を
毀

た
ず
と
言
ひ
、
大
夫
士
に
車
を
易
へ
ず
と
言
ふ
は
、
互
に
相
ひ
明
む
る
な
り
」

と
云
ふ
は
、
諸
侯
に
牆
を
毀
た
ず
と
言
は
ば
、
則
ち
大
夫
②
も
亦
た
牆
を
毀
た

ず
。
大
夫
士
に
車
を
易
へ
ず
と
言
は
ば
、
明
け
し
諸
侯
も
亦
た
車
を
易
へ
ざ
る

こ
と
。
「
易
へ
ず
と
は
、
易
ふ
る
に
輴
を
以
て
せ
ざ
る
な
り
」
と
云
ふ
は
、
謂

ふ
こ
こ
ろ
は
大
夫
士
路
に
在
れ
ば
、
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
し
、
家
に
至
り
て

載
を
説
く
も
③
、
亦
た
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
す
、
是
れ
易
ふ
る
に
輴
を
以
て

せ
ざ
る
な
り
。
天
子
諸
侯
の
若
き
は
、
柩
を
載
す
る
に
蜃
車
を
以
て
し
、
門
に

至
る
も
亦
た
蜃
車
を
以
て
す
。
其
の
殯
時
は
、
則
ち
之
に
易
ふ
る
に
輴
を
以
て

す
る
な
り
④
。
「
廟
中
に
柩
を
載
す
る
に
輴
車
を
以
て
す
る
の
礼
有
り
、
此
れ

不
ざ
る
の
み
」
と
云
ふ
は
、
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
天
子
諸
侯
、
殯
時
に
輴
を
用
ひ
、

又
た
天
子
諸
侯
及
び
大
夫
、
廟
に
朝
す
る
の
時
、
輴
車
を
用
ひ
て
柩
を
載
す
る

の
礼
有
り
④
。
此
の
喪
、
外
従
り
来
た
り
、
大
夫
士
は
合
（
ま
さ
）
に
輴
を
用

ふ
べ
か
ら
ず
、
故
に
「
此
れ
不
ざ
る
の
み
」
と
云
ふ
。

①
『
周
礼
』
考
工
記
序3

9
-
1
1
a

「
乘
車
之
輪
、
六
尺
有
六
寸
。
」
注1

1
a
5

「
乘
車
、
玉
路
金
路
象
路
也
。
」

②
前
後
で
「
大
夫
士
」
と
言
う
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
「
士
」

字
が
あ
る
べ
き
か
。

③
「
説
載
」
に
つ
い
て
は
、
『
周
礼
』
春
官
・
喪
祝
「
及
壙
説
載
除
飾
」

注2
6
-
3
b
7

「
説
載
、
下
棺
也
。
除
飾
、
去
棺
飾
也
」
参
照
。

④
天
子
諸
侯
が
殯
時
に
、
大
夫
以
上
が
朝
廟
時
に
「
輴
」
を
用
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
下
文
お
よ
び
下
文
の
注
⑤
、
⑥
、
⑨
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

「
輲
読
み
て
輇
と
為
す
、
或
は
槫
に
作
る
」
と
言
う
の
は
、
経
文
の
「
輲
」
字

は
車
旁
に
「
全
」
の
「
輇
」
字
に
読
む
べ
き
で
あ
り
、『
礼
記
』
の
諸
本
に
は
、

こ
の
「
輲
車
を
用
て
す
る
」
（
の
「
輲
」
字
）
を
木
旁
に
「
専
」
の
「
槫
」
字
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に
作
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。
「
許
氏
説
文
解
字
に
曰
く
、
輻

有
る
を
輪
と
曰
ひ
、
輻
無
き
を
輇
と
曰
ふ
」
と
言
う
の
は
、
「
輻
」
（
ス
ポ
ー

ク
）
が
あ
る
と
い
う
の
は
（
外
輪
と
は
）
別
に
木
を
施
し
て
「
輻
」
と
す
る
の

を
言
い
、
輻
が
無
い
と
い
う
の
は
大
木
を
組
み
合
わ
せ
て
（
円
盤
状
の
）
車
輪

を
作
り
、
（
こ
の
よ
う
に
）
「
輻
」
を
施
し
て
い
な
い
車
輪
を
「
輇
」
と
呼
ぶ

と
い
う
こ
と
を
言
う
の
だ
。
「
周
礼
又
た
蜃
車
有
り
、
天
子
以
て
柩
を
載
す
」

と
言
う
の
は
、
思
う
に
『
周
礼
』
遂
師
職
に
「
蜃
車
の
役
に
共
す
」
と
あ
っ
て
、

天
子
は
（
路
上
で
は
こ
の
蜃
車
に
）
柩
を
載
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
蜃
輇
声

相
ひ
近
く
、
其
の
制
同
じ
き
か
」
と
言
う
の
は
、
天
子
の
「
蜃
車
」
と
こ
こ
の

大
夫
の
「
輇
車
」
は
、
そ
の
発
音
が
近
い
の
で
、
そ
の
形
制
も
同
じ
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
で
「
其
の
制
同
じ
き
か
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
「
輇

の
崇
さ
盖
し
乗
車
の
輪
に
半
ば
す
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
証
明

す
る
明
文
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
蜃
」
（
ハ
マ
グ
リ
）
の
類
は
、
地
面
の
近

く
を
動
き
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
（
「
蜃
車
」
と
名
付
け
ら
れ
た
）
こ
の
車

の
車
輪
も
低
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
、
「
乗
車
の
輪
に
半
ば
す
る
か
」
と
推

測
し
た
も
の
だ
。
「
盖
」
は
、
（
確
定
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
）
疑
辞
で
あ
る
。

『
周
礼
』
考
工
記
に
、
乗
車
の
輪
は
六
尺
有
六
寸
と
あ
る
。
今
こ
れ
を
半
分
に

す
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
三
尺
三
寸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
諸
侯
に
牆

を
毀
た
ず
と
言
ひ
、
大
夫
士
に
車
を
易
へ
ず
と
言
ふ
は
、
互
に
相
ひ
明
む
る
な

り
」
と
言
う
の
は
、
諸
侯
に
つ
い
て
「
牆
を
毀
た
ず
」
と
言
え
ば
、
大
夫
も
ま

た
「
牆
を
毀
た
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
大
夫
士
に
つ
い
て
「
車
を
易
へ

ず
」
と
言
え
ば
、
諸
侯
も
ま
た
車
を
易
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
な
の
だ
。

「
易
へ
ず
と
は
、
易
ふ
る
に
輴
を
以
て
せ
ざ
る
な
り
」
と
言
う
の
は
、
大
夫
士

は
（
帰
還
す
る
）
路
上
で
は
、
（
そ
の
遺
体
を
）
「
輲
車
」
に
載
せ
て
、
家
に

至
れ
ば
遺
体
を
下
す
の
で
あ
る
が
、
（
門
を
入
る
に
際
し
て
は
）
な
お
（
遺
体

を
）
輲
車
に
載
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
「
易
ふ
る
に
輴
を
以
て
せ
ず
」

と
い
う
こ
と
だ
。
天
子
諸
侯
の
場
合
は
、
柩
を
「
蜃
車
」
に
載
せ
て
（
帰
還
し
）
、

（
宮
室
の
）
門
に
至
っ
て
も
「
蜃
車
」
に
乗
せ
た
ま
ま
で
（
門
に
入
る
の
で
）

あ
る
が
、
殯
す
る
時
に
は
、
「
輴
車
」
に
乗
せ
換
え
る
の
だ
。
「
廟
中
に
柩
を

載
す
る
に
輴
車
を
以
て
す
る
の
礼
有
り
、
此
れ
不
ざ
る
の
み
」
と
言
う
の
は
、

天
子
諸
侯
に
は
、
殯
す
る
時
に
「
輴
車
」
を
用
い
る
礼
が
あ
り
、
ま
た
天
子
諸

侯
及
び
大
夫
に
は
、
（
葬
地
に
向
か
う
前
に
）
祖
廟
に
朝
す
る
時
、
「
輴
車
」

を
用
い
て
柩
を
載
せ
る
礼
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
（
経
文
に
お
け
る
）
喪

で
は
、
（
遺
体
が
）
外
よ
り
帰
還
す
る
の
で
あ
り
、
（
そ
も
そ
も
ま
た
）
大
夫

士
の
場
合
は
「
輴
車
」
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
、
そ
れ
で
「
此
れ
不
ざ
る
の

み
」
と
言
う
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
：
つ
づ
き
）
】
（
四
葉
裏
六
行
）

凡
在
路
載
柩
、
天
子
以
下
至
士
、
皆
用
蜃
車
與
輲
車
同
、
故
周
禮
遂
師
、
共
蜃

車
之
役
、
是
天
子
也
。
既
夕
禮
①
云
、
遂
匠
納
車
于
階
間
。
注
云
、
車
、
載
柩

車
、
周
禮
謂
之
蜃
車
、
雜
記
謂
之
團
、
是
士
用
蜃
車
也
。
雜
記
云
、
大
夫
載
以

輲
車
、
輲
車
則
蜃
車
也
、
是
大
夫
用
蜃
車
、
則
諸
侯
不
言
、
亦
可
知
。
其
蜃
車

之
形
、
鄭
注
既
夕
禮
云
、
其
車
之
轝
、
狀
如
牀
、
中
央
有
轅
、
前
後
出
、
設
前

後
②
輅
、
轝
上
有
四
周
、
下
則
前
後
有
軸
、
以
輇
③
爲
輪
。
許
叔
重
説
、
有
輻

曰
輪
、
無
輻
曰
輇
④
。
鄭
又
注
周
禮
遂
師
云
、
四
輪
迫
地
而
行
、
有
似
於
蜃
、

因
取
名
焉
、
此
是
蜃
之
制
也
。
上
下
通
用
、
在
路
載
柩
也
。
輲
車
之
制
、
亦
與
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蜃
車
同
、
但
不
用
輻
爲
輪
。
天
子
諸
侯
、
殯
皆
用
之
、
故
檀
弓
云
、
天
子
菆
塗

龍
輴
、
謂
畫
轅
爲
龍
。
諸
侯
殯
亦
用
輴
車
、
不
畫
轅
爲
龍
、
故
喪
大
記
云
、
君

殯
用
輴
、
注
云
、
君
、
諸
侯
也
。
輴
不
畫
龍
。
大
夫
殯
不
用
輴
、
故
鄭
注
喪
大

記
、
大
夫
之
殯
廢
輴
、
是
大
夫
不
用
輴
。
土
掘
肂
見
衽
、
是
亦
廢
輴
也
。
其
朝

廟
、
大
夫
以
上
皆
用
輴
、
士
朝
廟
用
輁
軸
、
故
既
夕
禮
云
、
遷
於
祖
用
軸
。
鄭

注
云
、
大
夫
諸
侯
以
上
有
四
周
、
謂
之
輴
。
天
子
畫
之
以
龍
、
是
也
。
輴
與
輁

軸
、
所
以
異
者
、
輴
有
四
周
、
輁
軸
則
無
、
故
鄭
注
既
夕
禮
云
、
軸
狀
如
轉
轔
、

刻
兩
頭
爲
軹
。
輁
狀
如
長
牀
、
穿
桯
前
後
、
著
金
而
關
軸
焉
、
是
也
。

①
底
本
は
「
禮
」
字
な
し
。
足
利
本
同
じ
。
潘
本
は
「
既
夕
礼
云
」
に

改
め
て
い
る
。
『
礼
記
』
疏
で
は
少
儀
疏3

5
-
1
8
b
2

「
故
既
夕
云
、
茵
著

用
荼
」
（
既
夕
記4

1
-
1
2
b

）
の
よ
う
に
既
夕
記
か
ら
の
引
用
で
は
「
禮
」

を
入
れ
な
い
例
も
あ
る
が
、
下
文
で
こ
の
部
分
に
付
け
ら
れ
た
鄭
注
を

「
鄭
注
既
夕
禮
云
」
と
引
い
て
い
る
か
ら
、
「
禮
」
字
を
補
っ
て
お
く
。

②
底
本
は
「
前
後
」
を
「
輅
轝
」
に
作
る
。
『
校
勘
記
』
引
く
浦
鏜
説
お

よ
び
『
儀
礼
』
注
に
よ
り
改
め
る
。

③
底
本
は
「
輇
」
を
「
輪
」
に
誤
る
。
既
夕
鄭
注
お
よ
び
八
行
本
に
従

い
改
め
る
。

④
底
本
は
「
輇
」
を
「
輲
」
に
作
る
。
『
説
文
』
お
よ
び
既
夕
記
注
に
よ

り
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

凡
そ
路
に
在
り
て
柩
を
載
す
る
に
、
天
子
よ
り
以
下
、
士
に
至
る
ま
で
、
皆
な

蜃
車
と
輲
車
と
を
用
ふ
る
こ
と
同
じ
、
故
に
『
周
礼
』
遂
師
の
、
「
蜃
車
の
役

に
共
す
」
は
①
、
是
れ
天
子
な
り
。
既
夕
礼
に
、「
遂
匠
、
車
を
階
間
に
納
る
」

と
云
ひ
、
注
に
、
「
車
は
、
柩
を
載
す
る
車
、
周
礼
之
を
蜃
車
と
謂
ひ
、
雑
記

之
を
団
と
謂
ふ
」
と
云
ふ
は
②
、
是
れ
士
の
蜃
車
を
用
ふ
る
な
り
。
雑
記
に
、

「
大
夫
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
云
ふ
は
、
輲
車
は
則
ち
蜃
車
な
り
、
是

れ
大
夫
の
蜃
車
を
用
ふ
る
な
り
、
則
ち
諸
侯
は
言
は
ざ
る
も
、
亦
た
知
る
べ
し
。

其
の
蜃
車
の
形
は
、
鄭
、
既
夕
礼
に
注
し
て
云
ふ
、
「
其
の
車
の
轝
、
状
は
牀

の
如
し
、
中
央
に
轅
有
り
、
前
後
に
出
ず
、
前
後
の
輅
を
設
け
、
轝
の
上
に
四

周
有
り
、
下
は
則
ち
前
後
に
軸
有
り
、
輇
を
以
て
輪
と
為
す
。
許
叔
重
説
に
、

輻
有
る
を
輪
と
曰
ひ
、
輻
無
き
を
輇
と
曰
ふ
」
と
②
。
鄭
又
た
『
周
礼
』
遂
師

に
注
し
て
云
ふ
、
「
四
輪
、
地
に
迫
ま
り
て
行
く
、
蜃
に
似
た
る
有
り
、
因
り

て
取
り
て
焉
に
名
づ
く
」
と
①
、
此
れ
是
れ
蜃
の
制
な
り
。
上
下
通
用
し
て
、

路
に
在
り
て
柩
を
載
す
る
な
り
。
輲
車
の
制
も
、
亦
た
蜃
車
と
同
じ
、
但
だ
輻

を
用
て
輪
と
為
さ
ず
③
。
天
子
諸
侯
、
殯
に
皆
な
之
を
用
ふ
④
、
故
に
檀
弓
に

云
ふ
、
「
天
子
は
菆
（
あ
つ
）
め
て
龍
輴
を
塗
る
」
と
、
轅
に
画
き
て
龍
を
為

す
を
謂
ふ
⑤
。
諸
侯
の
殯
も
亦
た
輴
車
を
用
ふ
る
も
、
轅
に
画
き
て
龍
を
為
さ

ず
、
故
に
喪
大
記
に
云
ふ
、
「
君
の
殯
に
輴
を
用
ふ
」
と
、
注
に
云
ふ
、
「
君

は
、
諸
侯
な
り
。
輴
に
龍
を
画
か
ず
」
と
⑥
。
大
夫
、
殯
に
輴
を
用
ひ
ず
、
故

に
鄭
、
喪
大
記
に
注
し
て
、
「
大
夫
の
殯
は
輴
を
廃
す
」
と
⑥
、
是
れ
大
夫
、

輴
を
用
ひ
ざ
る
な
り
⑦
。
土
は
「
肂
を
掘
り
て
衽
を
見
（
あ
ら
は
）
す
」
⑥
、

是
れ
も
亦
た
輴
を
廃
す
る
な
り
⑧
。
其
の
廟
に
朝
す
る
に
、
大
夫
以
上
は
皆
な

輴
を
用
ひ
、
士
は
廟
に
朝
す
る
に
輁
軸
を
用
ふ
、
故
に
既
夕
礼
に
云
ふ
、
「
祖

に
遷
す
に
軸
を
用
ふ
」
と
。
鄭
注
に
云
ふ
、
「
大
夫
諸
侯
以
上
、
四
周
有
り
、

之
を
輴
と
謂
ふ
。
天
子
之
に
画
く
に
龍
を
以
て
す
」
と
⑨
、
是
れ
な
り
。
輴
と

輁
軸
と
、
異
な
る
所
以
の
者
は
、
輴
に
四
周
有
り
、
輁
軸
は
則
ち
無
し
、
故
に
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鄭
、
既
夕
礼
に
注
し
て
云
ふ
、
「
軸
の
状
、
転
轔
の
如
し
、
両
頭
を
刻
み
て
軹

と
為
す
。
輁
の
状
、
長
牀
の
如
し
、
桯
の
前
後
を
穿
ち
て
、
金
を
著
け
て
軸
を

関
す
」
と
⑨
、
是
れ
な
り
。

①
『
周
礼
』
地
官
・
遂
師1

5
-
2
1
a

「
共
丘
籠
及
蜃
車
之
役
。
」
注2

1
a
2

「
蜃

車
、
柩
路
也
。
柩
路
載
柳
、
四
輪
迫
地
而
行
、
有
似
於
蜃
、
因
取
名
焉
。
」

②
『
儀
礼
』
既
夕
記4

1
-
1
4
a

「
既
正
柩
賓
出
、
遂
匠
納
車
于
階
閒
。
」
注

1
4
a
1
0

「
遂
匠
、
遂
人
匠
人
也
。
…1

4
b
1

車
、
載
柩
車
、
周
禮
謂
之
蜃
車
、

雜
記
謂
之
團
、
或
作
輇
、
或
作
摶
、
聲
讀
皆
相
附
耳
、
未
聞
孰
正
。
其

車
之
轝
、
狀
如
牀
、
中
央
有
轅
、
前
後
出
、
設
前
後
輅
、
轝
上
有
四
周
、

下
則
前
後
有
軸
、
以
輇
爲
輪
。
許
叔
重
説
、
有
輻
曰
輪
、
無
輻
曰
輇
。
」

③
こ
れ
に
よ
れ
ば
蜃
車
の
輪
に
は
「
輻
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
遂

師
疏1

5
-
2
1
b
4

は
「
輪
四
輪
迫
地
而
行
、
即
輇
車
以
二
軸
而
貫
四
輪
、
四

輪
即
許
氏
説
文
云
、
無
幅
曰
輇
者
也
」
と
蜃
車
の
輪
も
ま
た
無
輻
と
考

え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
有
輻
と
す
る
の
は
、
単
に
遂
師
注
に

「
四
輪
」
と
あ
る
こ
と
に
拠
る
か
。

④
「
之
」
は
前
文
を
受
け
て
「
蜃
車
」
（
も
し
く
は
「
輲
車
」
）
を
指
す

こ
と
に
な
る
が
、
天
子
諸
侯
が
殯
で
用
い
る
の
は
「
輴
」
で
あ
り
、
以

下
で
は
「
輴
」
と
「
輁
軸
」
の
み
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。「
蜃
車
」
と
「
輴
」

は
形
制
・
用
途
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
も
に
棺
を
載
せ
る
車
と

し
て
同
類
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
『
礼
記
』
檀
弓
上8

-
2
3
b

「
天
子
之
殯
也
、
菆
塗
龍
輴
以
椁
。
」
注2

3
b

3

「
菆
木
以
周
龍
輴
、
加
椁
而
塗
之
。
天
子
殯
以
輴
車
、
畫
轅
爲
龍
。
」

⑥
『
礼
記
』
喪
大
記4

5
-
1
8
b

「
君
殯
用
輴
、
欑
至
于
上
、
畢
塗
屋
。
大

夫
殯
以
幬
、
欑
置
于
西
序
、
塗
不
暨
于
棺
。
士
殯
見
衽
、
塗
上
帷
之
。
」

注1
8
b
9

「
欑
、
猶
菆
也
。
屋
、
殯
上
覆
如
屋
者
也
。
幬
、
覆
也
。
暨
、

及
也
。
此
記
參
差
、
以
檀
弓
參
之
、
天
子
之
殯
、
居
棺
以
龍
輴
、
欑
木

題
湊
象
椁
、
上
四
注
如
屋
以
覆
之
、
盡
塗
之
。
諸
侯
輴
不
畫
龍
、
欑
不

題
湊
象
椁
、
其
他
亦
如
之
。
大
夫
之
殯
廢
輴
、
置
棺
西
牆
下
、
就
牆
欑

其
三
面
。
」
ま
た
以
下
の
注
⑦
、
⑧
参
照
。

⑦
大
夫
が
殯
に
「
輴
」
を
用
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
礼
記
』
檀
弓

下1
0
-
1
2
b

「
孺
子

之
喪
、
哀
公
欲
設
撥
。
問
於
有
若
。
有
若
曰
、
其

可
也
、
君
之
三
臣
猶
設
之
。
顏
柳
曰
、
天
子
龍
輴
而
椁
幬
、
（
注1

2
b
1
0

：
輴
、
殯
車
也
。
畫
轅
爲
龍
。
幬
、
覆
也
。
殯
以
椁
覆
棺
而
塗
之
、
所

謂
菆
塗
龍
輴
以
椁
。
）
諸
侯
輴
而
設
幬
、
（
注1

3
a
2

：
輴
不
畫
龍
。
）
爲
榆

沈
、
故
設
撥
。
三
臣
者
廢
輴
而
設
撥
、
竊
禮
之
不
中
者
也
、
而
君
何
學

焉
」
参
照
。
な
お
、
『
礼
記
』
喪
大
記4

5
-
2
3
b

に
「
大
夫
葬
用
輴
」
と
あ

る
が
、
鄭
玄2

3
b
8

は
こ
の
檀
弓
下
に
従
い
、「
大
夫
廢
輴
、
此
言
輴
非
也
。

輴
皆
當
爲
載
以
輇
車
之
輇
、
聲
之
誤
也
。
…
輇
車
、
柩
車
也
」
と
注
す

る
。

⑧
士
の
殯
で
は
棺
を
西
階
上
の
穴
に
直
接
埋
め
る
。
『
儀
礼
』
士
喪
礼3

7

-
2
a

「
掘
肂
見
衽
。
」
注2

a
6

「
肂
、
埋
棺
之
坎
者
也
。
掘
之
於
西
階
上
。

衽
、
小
要
也
。
喪
大
記
曰
、
…2

a
7

士
殯
見
衽
、
塗
上
帷
之
」
参
照
。

⑨
『
儀
礼
』
既
夕
礼3

8
-
4
a

「
遷
于
祖
用
軸
。
」
注4

b
1

「
遷
、
徙
也
。
徙

於
祖
、
朝
祖
庿
也
。
…
軸
、
輁
軸
也
。
軸
狀
如
轉
轔
、
刻
兩
頭
爲
軹
。

輁
狀
如
長
牀
、
穿
程
前
後
、
著
金
而
關
軹
焉
。
大
夫
諸
侯
以
上
有
四
周
、

謂
之
輴
。
天
子
畫
之
以
龍
。
」
大
夫
以
上
が
朝
廟
時
に
「
輴
」
を
用
い
る
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こ
と
に
つ
い
て
は
、
疏5

a
2

に
「
大
夫
殯
葬
雖
不
用
輴
、
士
朝
廟
用
輁
軸
、

則
大
夫
朝
廟
當
用
輴
。
諸
侯
天
子
殯
葬
朝
廟
皆
用
輴
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
士
が
朝
廟
時
に
「
輁
軸
」
を
用
い
る
こ
と
か
ら
の
類
推
に
す
ぎ

ず
、
明
文
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
「
輁
軸
」
の
語
は
『
儀
礼
』

既
夕
記4

1
-
8
b

「
夷
牀
輁
軸
、
饌
于
西
階
東
」
に
見
え
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

一
般
に
路
上
に
在
っ
て
柩
を
載
せ
（
て
移
動
す
）
る
に
際
し
て
は
、
天
子
よ
り

以
下
、
士
に
至
る
ま
で
、
み
な
同
じ
く
「
蜃
車
」
か
「
輲
車
」
を
用
い
る
。
よ

っ
て
『
周
礼
』
遂
師
職
で
「
蜃
車
の
役
に
共
す
」
と
い
う
の
は
、
天
子
に
つ
い

て
言
っ
た
も
の
。
（
『
儀
礼
』
）
既
夕
礼
（
の
「
記
」
）
に
、
「
遂
匠
、
車
を
階
間

に
納
る
」
と
言
い
、
そ
の
注
に
、
「
車
は
、
柩
を
載
せ
る
車
の
こ
と
で
、
『
周

礼
』
は
こ
れ
を
「
蜃
車
」
と
呼
び
、
雑
記
篇
は
こ
れ
を
「
団
（
車
）
」
と
呼
ん

で
い
る
」
と
言
う
の
は
、
士
が
「
蜃
車
」
を
用
い
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
。（
『
礼

記
』
）
雑
記
篇
に
、「
大
夫
載
す
る
に
輲
車
を
以
て
す
」
と
言
う
の
は
、「
輲
車
」

は
す
な
わ
ち
「
蜃
車
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
大
夫
が
「
蜃
車
」
を
用
い
る

こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
、
諸
侯
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
、
ま
た
（
「
蜃
車
」

を
用
い
る
と
）
知
れ
る
の
だ
。
「
蜃
車
」
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
鄭
玄
が
既
夕

礼
（
の
「
記
」
）
に
注
し
て
、
「
そ
の
車
の
轝
（
＝
輿
）
の
形
状
は
牀
（
寝
台
）

の
よ
う
な
形
で
あ
り
、
そ
の
中
央
に
轅
（
な
が
え
）
が
あ
っ
て
、
（
轝
の
）
前

後
に
飛
び
出
し
て
い
る
、
（
そ
の
飛
び
出
し
た
部
分
に
）
前
後
に
（
引
き
綱
を

付
け
る
横
木
で
あ
る
）
輅
を
設
け
、
轝
の
上
に
は
四
周
の
囲
い
が
あ
る
。
下
部

に
は
前
後
に
車
軸
が
あ
り
、
（
円
盤
状
の
輪
で
あ
る
）
輇
を
車
輪
と
す
る
。
許

慎
説
に
、
輻
（
ス
ポ
ー
ク
）
が
あ
る
の
を
輪
と
よ
び
、
輻
が
無
い
の
を
輇
と
よ

ぶ
、
と
」
と
言
っ
て
い
る
。
鄭
玄
は
さ
ら
に
『
周
礼
』
遂
師
職
に
注
し
て
、「
四

輪
が
地
に
接
近
し
て
転
が
っ
て
、（
こ
の
車
の
動
く
様
子
が
）
蜃
（
が
動
く
の
）

に
似
て
い
る
の
で
、
「
蜃
」
字
を
取
っ
て
こ
れ
に
名
付
け
た
の
だ
」
と
言
っ
て

い
る
、
こ
れ
が
「
蜃
車
」
の
形
制
で
あ
る
。
上
下
の
位
に
通
用
し
て
、
路
上
に

在
っ
て
は
こ
れ
に
柩
を
載
せ
る
の
で
あ
る
。
「
輲
車
」
の
形
制
も
、
ま
た
「
蜃

車
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
（
「
蜃
車
」
と
異
な
り
）
輻
を
用
い
た
輪
を
付
け
な

い
。
天
子
諸
侯
は
、
殯
に
も
み
な
こ
の
車
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
檀
弓

篇
で
は
、
「
天
子
（
の
殯
で
）
は
、
龍
輴
（
の
四
方
）
に
（
木
を
）
集
め
（
積

ん
で
）
塗
り
こ
め
る
」
と
言
っ
て
、
轅
に
龍
を
画
く
（
「
輴
」
を
用
い
る
）
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
諸
侯
の
殯
に
も
ま
た
「
輴
車
」
を
用
い
る
の
で
あ
る

が
、
轅
に
龍
は
画
か
な
い
。
だ
か
ら
喪
大
記
篇
に
「
君
の
殯
に
輴
を
用
い
る
」

と
言
い
、
そ
の
注
に
、
「
君
と
は
諸
侯
の
こ
と
。
輴
に
は
龍
を
画
か
な
い
」
と

言
っ
て
い
る
。
大
夫
の
殯
に
は
「
輴
」
を
用
い
な
い
。
だ
か
ら
鄭
玄
は
、
喪
大

記
篇
に
注
し
て
、
「
大
夫
の
殯
で
は
輴
を
廃
す
る
」
と
言
い
、
こ
れ
が
大
夫
は

「
輴
」
を
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
土
は
「
（
殯
で
棺
を
埋
め
る
）
肂
（
あ

な
）
を
掘
っ
て
（
そ
の
深
さ
は
、
棺
蓋
を
棺
に
固
定
す
る
）
衽
（
ち
ぎ
り
ど
め
）

が
見
え
る
（
程
度
に
す
る
）
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
「
輴
」
を
廃
し
て

用
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
（
葬
地
に
向
か
う
に
先
立
っ
て
）
そ
の
祖
廟
に
朝

す
る
の
に
、
大
夫
以
上
は
み
な
「
輴
」
を
用
い
、
士
は
祖
廟
に
朝
す
る
の
に
「
輁

軸
」
を
用
い
る
。
そ
れ
で
既
夕
礼
に
「
祖
（
廟
）
に
（
見
え
る
た
め
に
棺
を
）

遷
す
の
に
（
輁
）
軸
を
用
い
る
」
と
言
い
、
鄭
注
に
「
大
夫
諸
侯
以
上
は
、
四

周
（
を
取
り
囲
む
覆
い
）
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
輴
」
と
呼
ぶ
。
天
子
は
こ
れ
に

龍
を
画
く
」
と
言
う
の
が
、
こ
れ
に
当
た
る
。
「
輴
」
と
「
輁
軸
」
と
の
、
異
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な
る
部
分
は
、
「
輴
」
に
は
四
周
（
の
覆
い
）
が
あ
る
が
、
「
輁
軸
」
に
は
無

い
の
だ
。
そ
れ
で
鄭
玄
は
既
夕
礼
に
注
し
て
「
（
輁
）
軸
の
形
状
は
、
（
漢
代

の
）
転
轔
の
よ
う
で
、
（
車
軸
の
）
両
頭
を
刻
ん
で
（
輪
を
取
り
付
け
る
軸
頭

で
あ
る
）
軹
と
す
る
。
（
棺
を
載
せ
る
部
分
で
あ
る
）
輁
の
形
状
は
、
長
い
牀

（
寝
台
）
の
よ
う
で
あ
る
、
（
輁
の
左
右
に
固
定
さ
れ
た
木
材
で
あ
る
）
桯
の

（
下
部
の
）
前
後
を
（
半
円
状
に
）
穿
っ
て
、
（
そ
こ
に
摩
滅
防
止
用
の
）
金

属
を
取
り
著
け
て
車
軸
を
は
め
込
む
」
と
言
う
の
が
、
こ
れ
に
当
た
る
。

【
経
】
（
五
葉
表
四
行
）

士
輤
葦
席
以
爲
屋
、
蒲
席
以
爲
裳
帷
。

［
書
き
下
し
文
］

士
の
輤
、
葦
席
以
て
屋
と
為
し
、
蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
。

［
現
代
語
訳
］

士
の
「
輤
」
は
、
葦
の
席
（
む
し
ろ
）
で
（
棺
を
直
接
に
覆
う
）
「
屋
」
を
作

り
、
蒲
の
席
で
（
屋
の
四
周
を
覆
う
）
「
裳
帷
」
を
作
る
。

【
注
】
（
五
葉
表
五
行
）

言
以
葦
席
爲
屋
、
則
無
素
錦
爲
帳
。

［
書
き
下
し
文
］

葦
席
を
以
て
屋
と
為
さ
ば
、
則
ち
素
錦
も
て
帳
と
為
す
無
き
を
言
ふ
。

［
現
代
語
訳
］

葦
の
席
で
「
屋
」
を
作
る
と
は
、
つ
ま
り
は
（
諸
侯
と
異
な
り
）
素
錦
で
（
棺

を
直
接
覆
う
）
帳
（
と
ば
り
）
を
作
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
だ
。

【
疏
】
（
五
葉
表
五
行
）

正
義
曰
、
此
一
經
明
士
輤
也
。
○
葦
席
以
爲
屋
者
、
謂
用
葦
席
屈
之
、
以
爲
輤

棺
之
屋
也
。
蒲
席
以
爲
裳
帷
者
、
又
以
蒲
席
以
爲
裳
帷
、
圍
繞
於
屋
旁
也
。

［
書
き
下
し
文
］

正
義
に
曰
く
、
此
の
一
経
、
士
の
輤
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
。
○
「
葦
席
以
て

屋
と
為
す
」
と
は
、
葦
席
を
用
ひ
て
之
を
屈
げ
、
以
て
輤
棺
の
屋
①
と
為
す
を

謂
ふ
。
「
蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
」
と
は
、
又
た
蒲
席
を
以
て
以
て
裳
帷
と
為

し
、
屋
旁
に
囲
繞
す
る
な
り
。

①
「
輤
棺
」
の
語
は
他
に
見
え
な
い
。
「
輤
」
は
「
櫬
」
義
で
、
「
輤
棺

之
屋
」
は
上
の
鄭
注2

a
7

「
屋
、
…
櫬
覆
棺
者
」
と
同
じ
こ
と
を
言
う
か
。

［
現
代
語
訳
］

正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
経
は
士
の
「
輤
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
。

○
「
葦
席
以
て
屋
と
為
す
」
と
は
、
葦
の
席
（
む
し
ろ
）
を
用
い
て
、
こ
れ
を

折
り
曲
げ
て
、
直
接
に
棺
を
蓋
う
「
屋
」
を
作
る
こ
と
を
言
う
。
「
蒲
席
以
て

裳
帷
と
為
す
」
と
は
、
さ
ら
に
蒲
の
席
を
用
い
て
、
そ
れ
で
「
裳
帷
」
を
作
り
、

「
屋
」
の
四
周
を
取
り
囲
む
と
い
う
こ
と
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
五
葉
表
六
行
）

○
正
義
曰
、
言
以
士
云
葦
席
以
爲
屋
、
屋
當
帷
帳
之
處
、
故
云
無
素
錦
爲
帳
矣
。

然
大
夫
無
以
他
物
爲
屋
之
文
、
則
是
用
素
錦
爲
帳
矣
、
與
諸
侯
同
。
按
諸
侯
與

大
夫
、
上
有
輤
、
旁
有
裳
帷
、
内
有
素
錦
屋
。
今
士
唯
云
、
葦
席
以
爲
屋
、
蒲

席
以
爲
裳
帷
、
不
云
屋
上
所
有
之
物
。
據
文
言
之
、
葦
席
爲
屋
、
則
當
覆
上
輤
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處
、
將
蒲
席
爲
裳
帷
、
接
屋
之
四
邊
、
以
鄣
棺
或
可
。
大
夫
既
有
素
錦
爲
帳
、

帳
外
上
有
布
輤
、
旁
有
布
裳
帷
、
則
士
之
葦
席
屋
之
外
、
旁
有
蒲
席
裳
帷
、
則

屋
上
當
以
蒲
席
爲
輤
、
覆
於
上
。
但
文
不
備
也
、
未
知
孰
是
、
故
兩
存
焉
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
士
に
「
葦
席
以
て
屋
と
為
す
」
と
云
ひ
、
屋

は
帷
帳
の
処
に
当
た
る
を
以
て
、
故
に
「
素
錦
の
帳
と
為
す
無
し
」
と
云
ふ
。

然
ら
ば
大
夫
に
他
物
を
以
て
屋
と
為
す
の
文
無
く
ん
ば
、
則
ち
是
れ
素
錦
を
用

（
も
っ
）
て
帳
と
為
す
こ
と
、
諸
侯
と
同
じ
。
按
ず
る
に
諸
侯
と
大
夫
と
、
上

に
輤
有
り
、
旁
に
裳
帷
有
り
、
内
に
素
錦
の
屋
有
り
。
今
士
唯
だ
、
「
葦
席
以

て
屋
と
為
し
、
蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
」
と
云
ひ
、
屋
上
有
る
所
の
物
を
云
は

ず
。
文
に
拠
り
て
之
を
言
は
ば
、
葦
席
も
て
屋
と
為
さ
ば
、
則
ち
当
に
上
の
輤

の
処
を
覆
ふ
べ
し
、
蒲
席
を
将
（
も
っ
）
て
裳
帷
と
為
し
、
屋
の
四
辺
に
接
し
、

以
て
棺
を
鄣
（
さ
え
ぎ
）
ら
ば
或
は
可
な
り
。
大
夫
既
に
素
錦
の
帳
と
為
す
有

り
、
帳
外
の
上
に
布
の
輤
有
り
、
旁
に
布
の
裳
帷
有
れ
ば
、
則
ち
士
の
葦
席
の

屋
の
外
、
旁
に
蒲
席
の
裳
帷
有
れ
ば
、
則
ち
屋
上
当
に
蒲
席
を
以
て
輤
と
為
し
、

上
を
覆
ふ
べ
し
。
但
だ
文
備
ら
ず
、
未
だ
孰
れ
か
是
な
る
を
知
ら
ず
、
故
に
両

（
ふ
た
つ
な
が
）
ら
存
す
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
士
に
は
「
葦
席
以
て
屋
と
為
す
」
と
言
い
、
「
屋
」
は
（
直

接
に
棺
を
覆
う
と
ば
り
で
あ
る
）
帷
帳
の
処
に
当
た
る
の
で
、
そ
れ
で
「
素
錦

の
帳
と
為
す
無
し
」
と
言
う
、
と
い
う
こ
と
を
（
こ
の
注
で
は
）
言
っ
て
い
る
。

で
あ
れ
ば
大
夫
の
場
合
、
他
の
物
で
「
屋
」
を
作
る
と
の
経
文
が
無
い
以
上
、

こ
れ
は
諸
侯
と
同
じ
く
素
錦
で
も
っ
て
帳
（
す
な
わ
ち
「
屋
」
）
を
作
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
思
う
に
諸
侯
と
大
夫
と
に
は
、
上
に
「
輤
」
が
あ
り
、
周
辺

に
は
「
裳
帷
」
が
あ
り
、
（
そ
れ
ら
の
）
内
部
に
素
錦
づ
く
り
の
「
屋
」
が
あ

る
。
今
、
士
は
た
だ
「
葦
席
以
て
屋
と
為
し
、
蒲
席
以
て
裳
帷
と
為
す
」
と
の

み
言
っ
て
、
「
屋
」
の
上
に
あ
る
物
を
言
っ
て
い
な
い
。
経
文
に
拠
っ
て
言
う

な
ら
ば
、
葦
の
席
で
「
屋
」
を
作
る
の
で
あ
れ
ば
、
（
こ
の
「
屋
」
に
も
屋
根

に
当
た
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
も
っ
て
）
上
部
の
「
輤
」
の
（
「
蓋
」

が
覆
う
）
処
も
覆
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
蒲
の
席
で
「
裳
帷
」
を
作
り
、「
屋
」

の
四
辺
に
接
す
る
形
で
、
棺
を
さ
え
ぎ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。（
以

上
の
説
に
対
し
、
別
説
と
し
て
）
大
夫
の
場
合
は
す
で
に
素
錦
づ
く
り
の
帳
（
＝

「
屋
」
）
が
あ
っ
て
、
（
さ
ら
に
）
帳
の
外
の
上
に
は
布
づ
く
り
の
「
輤
」
が

あ
り
、
四
周
に
は
布
づ
く
り
の
「
裳
帷
」
が
あ
る
。
な
ら
ば
士
の
場
合
も
葦
の

席
づ
く
り
の
「
屋
」
の
外
に
、
四
周
に
蒲
の
席
づ
く
り
の
「
裳
帷
」
が
あ
る
の

で
あ
れ
ば
、
（
大
夫
と
同
様
）
「
屋
」
の
上
に
蒲
の
席
で
「
輤
」
を
作
り
そ
の

上
を
覆
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
経
文
の
記
載
が
不
十
分
な
の
で
、
ど
ち
ら
が

正
し
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
両
説
を
並
記
し
て
お
く
。

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
０
Ｋ
０
０
０
５
３
に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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